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～用語の定義～  

   

・ 高齢者.............................. 65 歳以上の方 

・ 前期高齢者..................... 65～74 歳の方 

・ 後期高齢者..................... 75 歳以上の方 

・ 認定者.............................. 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方 

・ 要介護者......................... 介護保険の要介護１～５の認定を受けている方 

・ 要支援者......................... 介護保険の要支援１・２の認定を受けている方 

・ 総合事業対象者........... 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者 

・ 一般高齢者..................... 認定者及び総合事業対象者を除く高齢者 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

２ 計画の位置づけ及び期間 

３ 計画策定の基本理念 

４ 日常生活圏域の設定 

５ 高齢者福祉分野の法改正 

６ 計画策定の方法 
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１ 計画策定の背景 _______________________________  

（１）2025 年・2040 年の我が国の姿 

2020 年 1 月 1 日現在、我が国の人口は約 1 億 2,602 万人で、総人口に占める高齢

者の割合（以下「高齢化率」という）は 28.5％、後期高齢者の割合（以下「後期高齢化

率」という）は 14.7％となっております。 

今後、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年には、後期高齢化率が 17%を超え、医

療や介護を必要とする高齢者の大幅な増加が予想されています。 

また、団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年には、高齢者人口がさらに増加し、

高齢化率は 35%を超えると予想されています。 
 

出典：総務省統計局「人口推計（概算値）」 

国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来人口推計」 

 

（２）2025 年・2040 年の町田市の姿 

町田市においても、現在の高齢化率は26.9%、後期高齢化率は12.6%で、全国平均よ

りは若干低いながらも、増加傾向が続いています。 

2025年には、町田市民の約 28％が高齢者となり、そのうち約５人に 3人が後期高齢

者となることが予想されています。 

また、2040 年には、高齢化率が 35%を超え、高齢者 1 人に対する生産年齢人口は約

1.5 人となる見通しです。 

このような急速な高齢化の進展や、それに伴う介護ニーズの多様化により、介護保険サ

ービスの提供に関する総事業費の増加が予想されます。介護保険事業の効率的な運営のた

めには、町田市の実態に即した効果的な介護保険サービスの提供が必要であると言えます。 

 

出典：町田市将来人口推計報告書 
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 ２ 計画の位置づけ及び期間 _________________________  

（仮称）町田市いきいき長寿プラン（（以下、「本プラン」という。）は、町田市高齢

者福祉計画及び第７期町田市介護保険事業計画の後継計画として、老人福祉法第 20 条の

８に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第 117 条に基づく「市町村介護保険

事業計画」に位置づけられます。 

本プランは、町田市基本構想及び基本計画に即し、地域共生社会の実現に向けた福祉分

野間の横断的な連携のため、地域福祉計画をはじめとした関連計画との連携・整合を図り

策定します。 
 
 
 
 

 図表 1-1：計画の位置付け  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 図表 1-2：計画の期間 

  

２０１１年度以前 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度 ２０２６年度

町田市高齢者福祉計画

第５期町田市

介護保険事業計画

第６期町田市

介護保険事業計画

２０２５年までの見通し

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」（１０年）

町田市新５ヵ年計画（５年） 町田市５ヵ年計画１７－２１（５年）

町田市

高齢社会

総合計画

（3年）

次期町田市基本計画

「(仮称)まちだ未来づくりビジョン」

一部修正

(仮称)町田市いきいき

長寿プラン21-23

第７期町田市

介護保険事業計画

２０４０年までの見通し

町田市基本構想・町田市基本計画 

（仮称）町田市いきいき 

長寿プラン 
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３ 計画策定の基本理念 ____________________________  

 

 

 

 

 

本プランでは、町田市高齢者福祉計画及び第７期町田市介護保険事業計画の理念を継承

し、「高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち～地域で支えあい健やかで

自分らしさを感じられるまちの実現～」を基本理念と定め、一人ひとりの生活の中での基

本理念の実現を目指します。 

また、基本理念の実現に向け、2025年を目途に、「住まい」・「医療」・「介護」・

「予防」・「生活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制（地域包括ケアシステム）

の構築を目指します。 
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４ 日常生活圏域の設定 ____________________________  

町田市では、本プランの取組の推進、進捗評価のための日常生活圏域を、下図のとおり

１２圏域と設定します。また、広域型サービスの整備計画策定・状況把握等に用いる地域

単位として、１２の日常生活圏域を４つにまとめたエリア（堺・忠生エリア、鶴川エリア、

町田エリア、南エリア）を設定します。 
 
 

 図表 1-3：日常生活圏域図  

  

エリア名 
日常生活 
圏域名 

町名 

堺・ 
忠生 

堺第 1 相原町 

堺第２ 小山町、小山ヶ丘、上小山田町 

忠生第 1 下小山田町、忠生、小山田桜台、矢部町、常盤町、根岸町、根岸、図師町 

忠生第 2 山崎町、山崎、木曽町、木曽西、木曽東 

鶴川 
鶴川第 1 小野路町、野津田町、金井、金井町、金井ヶ丘、大蔵町、薬師台 

鶴川第 2 能ヶ谷、三輪町、三輪緑山、広袴町、広袴、真光寺町、真光寺、鶴川 

町田 

町田第 1 原町田、中町、森野、旭町 

町田第 2 本町田、藤の台 

町田第 3 玉川学園、南大谷、東玉川学園 

南 

南第１ 鶴間、小川、つくし野、南つくし野、南町田 

南第２ 金森、金森東、南成瀬、成瀬が丘 

南第３ 成瀬、西成瀬、高ヶ坂、成瀬台 

堺第１ 

堺第 2 

忠生第 1 

忠生第 2 

鶴川第 1 
鶴川第 2 

町田第 1 

町田第 2 

町田第 3 

南第 3 

南第 1 

南第 2 

※ 日常生活圏域は町単位で区分しているため、高齢者支援センター区域と一部異なります。 
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５ 高齢者福祉分野の法改正 _________________________  

介護保険事業計画の第 8 期（2021 年度～2023 年度）に向けて、地域共生社会の

実現を目指し、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サー

ビス提供体制を整備する観点から、以下の法改正が行われる予定です。 

 

 １ 地域住民の複雑化・複合化した支

援ニーズに対応する市町村の包

括的な支援体制の構築の支援 

【社会福祉法、介護保険法】 

市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつ
つ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援
体制の整備を行う、新たな事業及びその財政支援等の規
定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。 

２ 地域の特性に応じた認知症施策

や介護サービス提供体制の整備

等の推進 

  【介護保険法、老人福祉法】 

①認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた
国及び地方公共団体の努力義務を規定する。 

②市町村の地域支援事業における関連データの活用の努
力義務を規定する。 

③介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町
村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住ま
い（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）
の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設
置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を
行う。 

３ 医療・介護のデータ基盤の整備

の推進 

  【介護保険法、地域における医療 

及び介護の総合的な確保の促進

に関する法律】 

①介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚
生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービ
スの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求める
ことができると規定する。 

②医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介
護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の
医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療
報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確
な連結に必要な情報を、安全性を担保しつつ提供する
ことができることとする。 

③社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業
務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確
認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加す
る。 

４ 介護人材確保及び業務効率化の

取組の強化 

【介護保険法、老人福祉法、社会

福祉士及び介護福祉士法等の一

部を改正する法律】 

①介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人
材確保及び業務効率化の取組を追加する。 

②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図
るための見直しを行う。 

③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係
る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。 

５ 社会福祉連携推進法人制度の創設 

  【社会福祉法】 

社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を
社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推
進法人制度を創設する。 
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６ 計画策定の方法 _______________________________  

（１）町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会 

本プランの策定にあたっては、公募の市民、保健医療･福祉関係団体の代表、地域関係

団体の代表、学識経験者により構成された「町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審

議会」に諮問し、全６回の審議を経て、答申を受ける予定です。 

 

（２）各種調査 

高齢者とその家族の意識・実態等や、市内介護保険事業所等の意識・今後の事業展開意

向等を把握するために、以下のとおり市民・介護保険事業所等に対してアンケート調査を

実施し、高齢者や介護を取り巻く状況について、様々な角度から実態把握を図りました。 
 

図表 1-4：各種調査の概要 
 

調査名称 調査時期 対象者 発送件数 
有効 

回収件数 
回収率 

市
民
向
け 

郵
送
調
査 

健康とくらしの調査 

（介護予防・日常生活圏域 

 ニーズ調査） 

2020 年 1月 6 日 

   ～1 月 27 日 

要介護 1～5 

の方以外の 

高齢者 

7,752 件 4,968 件 64.1％ 

市民ニーズ調査 

（高齢者の福祉や介護に 

 関する調査） 

2019 年 12 月 10 日 

    ～12 月 27 日 

要介護 1～5 2,820 件 1,549 件 54.9％ 

特養待機者 180 件 80 件 44.4％ 

市
民
向
け 

聞
き
取
り
調
査 

在宅介護実態調査 
2019 年 7月 1 日 

  ～12 月 31 日 

認定調査(更新)を

受ける在宅高齢者

とその主な介護者 

     - 618 件            - 

事
業
所
向
け 

郵
送
調
査 

事業所調査 

（高齢者の福祉や介護に 

 関する調査） 

2019 年 11 月 22 日 

    ～12 月 9 日 

市内介護保険 

事業所等 
553 件 358 件 64.7% 

 

（３）パブリックコメント 

本プラン案について、市民から幅広い意見を聴取するために、２０２０年１２月１６日

から２０２１年１月１４日まで、パブリックコメントを実施する予定です。 
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１ 高齢化の状況 ________________________________  

（１）総人口の推移 

町田市の総人口は、2020年以降、全国ほど顕著ではありませんが、徐々に減少してい

く見込みです。その一方、高齢者人口はその後も増加の一途を辿ると予測しています。 

また、高齢者一人当たり生産年齢人口は、2000 年の 5.3 人から、2020 年には 2.2

人、2040 年には 1.4 人にまで減少し、いわゆる「肩車型社会」が目前に迫ると考えら

れます。 
 
 
 
 図表 2-１：総人口の推移（町田市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  出典：2000年：町田市住民基本台帳（1月 1日時点） 

2005～2015年：町田市住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
2020年以降：「町田市将来人口推計報告書（2019年 3月）」をもとに各年 10月 1日時点推計人口を算出 

 
 
 図表 2-2：2000年の総人口を「100」としたときの総人口の指数（全国・東京都との比較） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：全国  2000～2015年：政府の総合窓口（e-Stat)「各月 1日現在人口」 
     2020年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」 
    東京都 2000～2015年：東京都住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
     2020年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」 
    町田市 2000年：町田市住民基本台帳（1月 1日時点） 

2005～2015年：町田市住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
2020年以降：｢町田市将来人口推計報告書(2019年 3月)｣をもとに各年 10月 1日時点推計人口を算出 
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（２）高齢者人口の推移 

町田市の高齢者人口は、2025 年の 119,760 人から、2040 年には 142,931 人ま

で増加すると予測しており、高齢化率は 2040 年に 37.0％と、全国平均を上回る見込み

です。また、後期高齢化率は、2040 年に 19.8％まで上昇する見込みです。 

 

 図表 2-3：高齢者人口の推移 

 
 図表 2-4：高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表 2-5：後期高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：全国  2000～2015年：政府の総合窓口（e-Stat)「各月 1日現在人口」 
     2020年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」 
    東京都 2000～2015年：東京都住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
     2020年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」 
    町田市 2000年：町田市住民基本台帳（1月 1日時点） 

2005～2015年：町田市住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
2020年以降：｢町田市将来人口推計報告書(2019年 3月)｣をもとに各年 10月 1日時点推計人口を算出 
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町田市の高齢者人口の推移を年齢5歳区分ごとにみると、介護リスクの高い後期高齢者

人口が著しく増加していることが分かります。特に 85～89 歳人口は、2000 年の

3,040人から2020年には11,744人と約4倍に、90歳以上人口は2000年の1,351

人から 2020 年には 6,490 人と約 5 倍に増加しています。また、90 歳以上人口は

2040 年には 19,577 人と、2020 年から更に約 3 倍にまで増加する見込みです。 

 

 

 図表 2-6：年齢 5歳区分別高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典：2000年：町田市住民基本台帳（1月 1日時点） 

2005～2015年：町田市住民基本台帳（各年 10月 1日時点） 
2020年以降：「町田市将来人口推計報告書（2019年 3月）」をもとに各年 10月 1日時点推計人口を算出 

  

19,010 
25,242 28,662 30,478 

24,109 22,252 
26,466 

32,293 35,156 

13,466 

19,327 

23,924 
27,374 

29,342 
23,167 

21,331 

25,391 

31,021 

8,492 

12,771 

17,565 

22,077 
25,338 

27,474 21,625 

19,976 

23,826 

5,229 

7,906 

10,727 

15,204 19,211 
22,262 

24,323 

19,209 

17,864 

3,040 

4,011 

5,878 

8,140 
11,744 14,945 17,566 

19,548 

15,487 

1,351 

2,346 

3,086 

4,549 

6,490 9,660 
13,198 

16,535 

19,577 

0 人

30,000 人

60,000 人

90,000 人

120,000 人

150,000 人

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

90歳以上

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

後
期
高
齢
者 

前
期
高
齢
者 



第２章 現状と課題 ◀ 

 

13 

 

（３）要支援・要介護認定者数の推移 

町田市の認定者数は、高齢者人口の増加に伴い増加の一途を辿っており、2010年から

2019 年の間に 7,500 人増加し、約 1.5 倍となっています。 

2010年から2019年の間に増加した認定者数7,500人を年齢区分別にみると、後期

高齢者が約 97％（7,289 人）を占めており、後期高齢者人口の増加が認定者数の増加の

要因になっていると考えられます。 

一方、後期高齢者の年齢区分別認定率については、微減傾向にあります。これは、これ

まで重点的に推進してきた介護予防などの取組が影響していると考えられます。 

  

 図表 2-7：年齢区分別認定者数の推移  

 
 出典：介護保険情報 要介護（要支援）認定者数（人）（各年 10月 1日時点認定結果保有者数） 

 

 

 図表 2-8：年齢区分別認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：介護保険情報 要介護（要支援）認定者数（人）（各年 10月 1日時点認定結果保有者数）  
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認定者数を要介護度別にみると、要介護1以下の比較的軽度な方の増加率が高い傾向に

あります。 

2010 年と 2019 年を比較すると、特に要支援１は 1,618 人から 3,950 人へ約 2.4

倍、要介護 1 は 2,460 人から 5,029 人へ約 2.0 倍と、高い増加率となっています。 

一方、認定者全体に占める要介護３～５の方の割合は、2010 年 39.9％であったのに

対し、2019 年は 32.0％と、7.9 ポイント減少しております。これは、これまで重点的

に推進してきた重度化防止等の取組が影響していると考えられます。 
 

 

  図表 2-9：介護度別認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：介護保険情報 要介護（要支援）認定者数（人）（各年 10月 1日時点認定結果保有者数）  
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（４）町田市の高齢者の姿 

町田市のひとり暮らし高齢者は、2000年の 7,504世帯から、2015年には 20,481

世帯と、約 2.7 倍に増加しています。また、2040 年には 41,699 世帯と、2015 年か

ら更に約２倍に増加する見込みです。 

  

  図表 2-10：一人暮らし高齢者の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 出典：2000～2015年：国勢調査（各年 10月 1日時点） 

2020 年以降 ：「町田市将来人口推計報告書（2019 年 3 月）」をもとに算出した各年 10 月 1 日時点推計人
口に、国立社会保障・人口問題研究所の「世帯主の男女・年齢 5 歳階級別・家族類型別世帯
主率」を乗じることで推計 

         

 町田市内の約 117,000 人の高齢者のうち、８割以上の方は要支援・要介護認定を受け

ずに生活を送っています。また、元気な高齢者は全体の過半数にのぼり、そのうち４人に

１人以上が就労しています。 

 

  図表 2-11：町田市の高齢者の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：要支援・要介護認定者：町田市介護保険情報（2019年 10月 1日時点） 
    要支援・要介護リスクのある人：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（2020年 1月実施）における要支援・要

介護リスク者割合 
        元気高齢者のうち就労者: 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（2020年 1月実施）における就労者  

元気な高齢者

53.1%（約62,000人）

要支援・要介護リスクのある人

28.2%（約33,000人）

要支援・要介護認定者・総合事業対象者

18.7%（約22,000人）

  元気高齢者のうち 

   の就労者 

  26.8% (約 16,000 人) 

7,504 

12,043 

16,104 

20,481 

31,004 
33,149 

35,451 36,139 

41,699 

0 人

5,000 人

10,000 人

15,000 人

20,000 人

25,000 人

30,000 人

35,000 人

40,000 人

45,000 人

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年



▶第２章 現状と課題 

 

16 

 

２ 日常生活圏域別分析 ___________________________  

（１）日常生活圏域からみる町田市の高齢者の姿 

 ①人口と認定者数                        
 人口(人口密度) 高齢者人口(高齢化率) 要支援者数(認定率) 要介護者数(認定率) 

堺・ 

忠生 

堺 1 15,052 人 (2,159.9 人/㎢) 4,604 人(30.6%) 276 人(6.4％) 726 人 (16.9％) 
堺 2 35,133 人 (4,747.2 人/㎢) 6,033 人(17.2%) 214 人(4.1％) 694 人 (13.3％) 
忠生 1 32,207 人 (3,283.1 人/㎢) 8,889 人(27.6%) 345 人(4.3％) 1,158 人 (14.5％) 
忠生 2 39,882 人 (8,534.5 人/㎢) 13,319 人(33.4%) 672 人(5.2％) 1,390 人 (10.8％) 

鶴川 
鶴川 1 45,344 人 (3916.3 人/㎢) 11,568 人(25.5%) 469 人(5.3％) 1,417 人 (16.0％) 
鶴川 2 46,677 人 (5923.1 人/㎢) 12,934 人(27.7%) 723 人(8.5％) 1,539 人 (18.0％) 

町田 
町田 1 42,713 人 (11,601.2 人/㎢) 9,708 人(22.7%) 639 人(7.7％) 1,609 人 (19.3％) 
町田 2 25,173 人 (8,197.3 人/㎢) 8,786 人(34.9%) 556 人(5.3％) 1,111 人 (10.6％) 
町田 3 30,918 人 (7892.0 人/㎢) 8,509 人(27.7%) 538 人(4.5％) 1,179 人 (9.8％) 

南 
南 1 45,711 人 (9,156.3 人/㎢) 10,769 人(23.6%) 561 人(5.5％) 1,398 人 (13.8％) 
南 2 36,754 人 (9,818.9 人/㎢) 10,165 人(27.7%) 610 人(6.3％) 1,417 人 (14.5％) 
南 3 33,494 人 (8,751.8 人/㎢) 9,710 人(29.0%) 529 人(5.7％) 1,248 人 (13.3％) 

 
 ②地域資源の分布 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

エリア 日常生活圏域 町名 

堺・ 
忠生 

堺第 1 相原町 
堺第２ 小山町､小山ヶ丘､上小山田町 

忠生第 1 
下小山田町､忠生､小山田桜台､矢部町､ 
常盤町､根岸町､根岸､図師町 

忠生第 2 山崎町､山崎､木曽町､木曽西､木曽東 

鶴川 
鶴川第 1 

小野路町､野津田町､金井､金井町、 
金井ヶ丘､大蔵町､薬師台 

鶴川第 2 
能ヶ谷､三輪町､三輪緑山､広袴町､ 
広袴､真光寺町､真光寺､鶴川 

町田 
町田第 1 原町田､中町､森野､旭町 
町田第 2 本町田､藤の台 
町田第 3 玉川学園、南大谷、東玉川学園 

南 
南第１ 鶴間､小川､つくし野､南つくし野､南町田 
南第２ 金森､金森東､南成瀬､成瀬が丘 
南第３ 成瀬､西成瀬､高ヶ坂､成瀬台 

 堺・忠生エリア 鶴川エリア 町田エリア 南エリア 
堺 1 堺 2 忠生 1 忠生 2 鶴川 1 鶴川 2 町田 1 町田 2 町田 3 南 1 南 2 南 3 

ふれあい館数 3 1 1 1 
特別養護老人ホーム定員 961 420 220 548 
介護老人保健施設･介護医療院定員 350 120 100 260 
有料老人ホーム(住宅型除く)定員 1,052 1,269 487 369 
地域密着型サービス施設数 5 5 16 12 15 9 24 5 3 14 5 9 

病院・診療所数 6 11 14 24 20 29 72 9 13 29 28 13 
歯科医院数 2 5 9 13 7 12 39 10 9 10 10 9 
薬局数 1 4 9 12 13 12 30 4 8 9 11 7 
見守り活動を実施している町内会・自治会数 4 7 3 4 2 2 8 5 13 2 4 3 
老人クラブ会員数 481 319 771 1,005 532 965 639 154 131 698 1,008 953 
まちだ互近助クラブ数 3 6 7 2 6 10 3 1 18 5 5 11 

堺第１ 

堺第 2 

忠生第 1 

忠生第 2 

鶴川第 1 
鶴川第 2 

町田第 1 

町田第 2 

町田第 3 

南第 3 

南第 1 

南第 2 

（2019 年 10 月 1 日時点） 
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③ 「健康と暮らしの調査」（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）の結果 

  図表 2-12：要支援・要介護リスクのある一般高齢者（後期高齢者）の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 2-13：地域活動参加率(何らかの地域活動に月１回以上参加している一般高齢者の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図表 2-14：一般高齢者が外出する時に利用している交通手段 
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（２）堺・忠生エリア 

① 堺第１圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 ② 堺第２圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域密着型サービス施設数 5 

病院・診療所数 6 

歯科医院数 2 

薬局数 1 

見守りを実施している町内会・自治会数 4 

老人クラブ会員数 481 

まちだ互近助クラブ数 3 

地域密着型サービス施設数 5 

病院・診療所数 11 

歯科医院数 5 

薬局数 4 

見守りを実施している町内会・自治会数 8 

老人クラブ会員数 319 

まちだ互近助クラブ数 6 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・高齢者人口に占める老人クラブ会員数の割合は 11.2％と高いが、後期高齢者の地域活動参加率は

55.6％と低い。生活支援コーディネーターからは、地域活動について、男性の参加できる通いの

場や､新規参加者を受け入れる活動団体が少ないとの地域課題の報告がある。 

・高齢者人口に対する病院・診療所数、歯科医院数、薬局数が他の圏域に比べ少ない。また、坂道

の多い地域では、移動支援や買い物支援のニーズが高いと考えられる。 

 図表 2-15：堺第 1圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 図表 2-16：堺第 2圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、小山ヶ丘は 12.9％と最も低い。後期高齢者の地域活動参加率は、12圏域

中で最も低い。生活支援コーディネーターからは、気楽に集まれる集いの場や、多世代の地域住民

が交流できる場へのニーズが高いとの報告がある。 

・地域からは、高齢者の方に、小学校の登下校時の見守りや小・中学校の学習支援等の担い手として

協力してほしいなど、ボランティア活動への要請が高い。 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

堺1全体

相原町

2015年

2019年

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

堺2全体

小山ヶ丘

小山町

上小山田町

2015年

2019年
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③ 忠生第１圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 忠生第２圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図表 2-17：忠生第 1圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、小山田桜台は 45.4％と最も高い。また、2015年から 9.3ポイント上

昇と急速に高齢化が進展しており、見守り等のニーズが高まっていると考えられる。 

・移動手段は、自動車(自分で運転)の割合が高く、将来的に運転困難となったとき、移動支援や買

い物支援のニーズが高まる可能性がある。 

 図表 2-18：忠生第 2圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、団地を含む山崎町や木曽東の高齢化率が高い。団地内は町別高齢化率以

上に高齢化が進んでおり、高齢者の見守りニーズが高い。 

・移動手段について、バスの利用率が 12 圏域で最も高い。そのため、生活支援コーディネーター

からは、バスルートから遠い銀行や病院等への移動支援に関するニーズの報告がある。 

地域密着型サービス施設数 16 

病院・診療所数 14 

歯科医院数 9 

薬局数 9 

見守りを実施している町内会・自治会数 3 

老人クラブ会員数 771 

まちだ互近助クラブ数 7 

 

地域密着型サービス施設数 12 

病院・診療所数 24 

歯科医院数 13 

薬局数 12 

見守りを実施している町内会・自治会数 4 

老人クラブ会員数 1,005 

まちだ互近助クラブ数 2 

 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

忠生1全体

小山田桜台

下小山田町

図師町

忠生

常盤町

根岸

根岸町

矢部町

2015年

2019年

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

忠生2全体

木曽西

木曽東

木曽町

山崎

山崎町

2015年

2019年
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（３）鶴川エリア 

① 鶴川第１圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ② 鶴川第２圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域密着型サービス施設数 15 

病院・診療所数 20 

歯科医院数 7 

薬局数 13 

見守りを実施している町内会・自治会数 2 

老人クラブ会員数 532 

まちだ互近助クラブ数 6 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・地域ケア会議等では、高齢者の見守り支援や生活支援に関するニーズが多く抽出されている。一般

高齢者の外出手段は「自家用車（自分で運転）」の回答割合が 56.7%と全圏域中で最も高く、高

齢化により自家用車を手放すことで外出困難となり、閉じこもりリスクが上昇する恐れがある。 

 図表 2-19：鶴川第 1圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 図表 2-20：鶴川第 2圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、三輪緑山の高齢化率が著しく上昇しており、団地を含む鶴川の高齢化率も

高い。高齢化率の高い地域では、見守りや買い物支援等へのニーズが高い傾向にある。 

・高齢者人口に占める老人クラブ会員数の割合は、11.3％と 12 圏域で最も高く、介護予防の普及啓

発について、老人クラブへのアプローチも有効と考えられる。 

地域密着型サービス施設数 9 

病院・診療所数 29 

歯科医院数 12 

薬局数 12 

見守りを実施している町内会・自治会数 2 

老人クラブ会員数 965 

まちだ互近助クラブ数 10 

 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体
鶴川1全体

大蔵町
小野路町

金井
金井町

野津田町
薬師台

2015年

2019年

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体
鶴川2全体

真光寺
真光寺町

鶴川
能ヶ谷
広袴

広袴町
三輪町

三輪緑山

2015年

2019年



第２章 現状と課題 ◀ 

 

21 

 

（４）町田エリア 

① 町田第１圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

 ② 町田第２圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域密着型サービス施設数 24 

病院・診療所数 72 

歯科医院数 39 

薬局数 30 

見守りを実施している町内会・自治会数 8 

老人クラブ会員数 639 

まちだ互近助クラブ数 3 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・高齢者人口に対する病院・診療所数、歯科医院数、薬局数が他の圏域に比べ多い。 

・サービス付き高齢者向け住宅の新設等により転入してくる高齢者が多いが、転入高齢者は地縁が薄

く、孤立のリスクが高いと考えられる。生活支援コーディネーターからは、地域住民の交流の機会

や見守りに関するニーズについて報告がある。 

 図表 2-21：町田第 1圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 図表 2-22：町田第 2圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町田市平均に比べ高齢化率が 34.9%と高く、藤の台団地内は特に高いと考えられる。高齢化率の

高い地域は、特に見守りや生活支援ボランティアへのニーズが高い傾向がある。 

・高齢者の移動手段はバスが中心であり、バスルートから離れた場所への移動支援のニーズがある。 

地域密着型サービス施設数 5 

病院・診療所数 9 

歯科医院数 10 

薬局数 4 

見守りを実施している町内会・自治会数 5 

老人クラブ会員数 154 

まちだ互近助クラブ数 1 

 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

   高齢者支援センター 

   特別養護老人ホーム 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

町田1全体

旭町

中町

原町田

森野

2015年

2019年

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

町田2全体

本町田

2015年

2019年
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① 町田第３圏域 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
   

（５）南エリア 

 ① 南第１圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・地域活動参加率（前期高齢者）は、12 圏域で最も高い。また、地域活動への参加が介護予防にも

寄与していると考えられ、要支援・要介護リスクのある一般高齢者(後期高齢者)の割合は､12 圏域

で最も低い｡加えて､見守り活動を実施している町内会・自治会数は他圏域に比べ多い｡ 

・玉川学園は、大部分が第一種低層住居専用地域に指定された一戸建て中心の住宅街となっている。

高齢化の進展に伴い、空き家が増加傾向にあり、空き家対策等が課題となっている。 

 図表 2-23：町田第 3圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 図表 2-24：南第 1圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、特につくし野が 35.0%と高い。つくし野は、大部分が第一種低層住居専

用地域となっており、戸建ての独居高齢者の孤立が課題となっている。一方、見守り活動を実施し

ている町内会・自治会数は多くなく、地域での見守り支援体制の構築が必要である。 

地域密着型サービス施設数 14 

病院・診療所数 29 

歯科医院数 10 

薬局数 9 

見守りを実施している町内会・自治会数 2 

老人クラブ会員数 698 

まちだ互近助クラブ数 5 

 

地域密着型サービス施設数 3 

病院・診療所数 13 

歯科医院数 9 

薬局数 8 

見守りを実施している町内会・自治会数 13 

老人クラブ会員数 131 

まちだ互近助クラブ数 18 

 

※ 小川・鶴間地区住所整理(2016年 7月 18日実施)前後を比較するため、小川・鶴間・南町田はまとめて集計。 
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   高齢者支援センター 

  特別養護老人ホーム 
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2015年
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小川・鶴間・南町田
つくし野

南つくし野

2015年

2019年
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② 南第２圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 南第 3 圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図表 2-25：南第 2圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・要支援・要介護リスクのある一般高齢者（後期高齢者）の割合は 68.3%と高く、生活支援コー

ディネーターからは、介護予防のための通いの場へのニーズが高いとの報告がある。 

・地域の小学生等との多世代間交流や、子育て世帯への高齢者による支援に対するニーズも確認さ

れており、小中学校の学校支援ボランティアコーディネーターとの連携が求められている。 

 図表 2-26：南第 3圏域の町別高齢化率の推移（2015年 10月 1日-2019年 10月 1日） 

 ＜各種調査結果や地域ケア会議等から把握できる圏域の特徴＞ 

・町別高齢化率をみると、成瀬台が 36.0％と高い。成瀬台は、1970～90 年代の土地区画整理事

業により開発された宅地が中心の地域で、高齢化の進展に伴い、空き家が増加傾向にある。生活

支援コーディネーターへは、空き家の管理等に関する相談が寄せられている。 

地域密着型サービス施設数 5 

病院・診療所数 28 

歯科医院数 10 

薬局数 11 

見守りを実施している町内会・自治会数 4 

老人クラブ会員数 1,008 

まちだ互近助クラブ数 5 

 

地域密着型サービス施設数 9 

病院・診療所数 13 

歯科医院数 9 

薬局数 7 

見守りを実施している町内会・自治会数 3 

老人クラブ会員数 953 

まちだ互近助クラブ数 11 

 

   高齢者支援センター 

  特別養護老人ホーム 

   高齢者支援センター 

  特別養護老人ホーム 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

南2全体

金森

金森東

成瀬が丘

南成瀬

2015年

2019年

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

町田市全体

南3全体

高ヶ坂

成瀬

成瀬台

西成瀬

2015年

2019年
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３ 計画の進捗状況 _______________________________  

（１）取組の進捗評価 

本プランに反映すべき課題を整理するために、町田市高齢者福祉計画及び第７期町田市

介護保険事業計画に掲載する取組について、以下のとおり進捗評価を行いました。町田市

高齢者福祉計画の 88.2％、第 7 期町田市介護保険事業計画の 81.6％の取組が、計画ど

おりまたは計画以上に進んでいます。 

   

  図表 2-27：町田市高齢者福祉計画に掲載する取組の進捗評価  

 基本目標 
取組数 

進捗評価 

基本施策 ◎ ○ △ 

1 地域参加と生きがいづくりの推進 15 4 8 3 

 
1 高齢者の生きがい・集う場づくり 4 0 4 0 

2 健康づくり・介護予防の推進 6 2 3 1 

3 地域の担い手づくり 5 2 1 2 

2 住み慣れた地域での生活継続の推進 27 1 24 2 

  

  

  

  

  

  

1 見守り支援ネットワークの推進 3 1 1 1 

2 要配慮高齢者支援 4 0 4 0 

3 生活支援サービスの実施 8 0 7 1 

4 高齢者支援センターの機能の充実 1 0 1 0 

5 認知症高齢者及び家族介護者支援 7 0 7 0 

6 高齢者の権利擁護 4 0 4 0 

3 自分に合った施設や住まいの選択 11 0 10 1 

  

  

  

1 高齢者の住まいの選択肢拡大 6 0 5 1 

2 地域に密着した介護保険サービスの提供 3 0 3 0 

3 介護保険施設の整備 2 0 2 0 

4 安心して介護保険サービスを利用できる環境づくり 6 2 3 1 

  

  

  

1 介護保険サービスの質の向上 3 1 2 0 

2 介護人材の育成・確保 1 1 0 0 

3 保健・福祉・医療の連携 2 0 1 1 

合計 59 7 45 7 

割合 100% 11.9% 76.3% 11.9% 

 

 図表 2-28：第 7期町田市介護保険事業計画に掲載する取組の進捗評価 

 基本目標 
取組数 

進捗評価 

基本施策 ◎ ○ △ 

1 地域の支え合いでいきいきと暮らしている 14 4 9 1 

  1 地域ネットワークの充実 4 0 4 0 

  2 地域の支え合いと介護予防の推進 10 4 5 1 

2 支援が必要になっても住み慣れた地域で生活できている 11 0 7 4 

  3 認知症の人にやさしい地域づくりの推進 5 0 4 1 

  4 在宅療養を支える医療・介護連携の推進 1 0 1 0 

  5 在宅高齢者とその家族の生活の質の向上 5 0 2 3 

3 よりよい介護保険サービスを適切に利用できている 13 3 8 2 

  6 介護保険サービスの基盤整備 2 0 2 0 

  7 介護保険サービスの質の向上と適正化 11 3 6 2 

合計 38 7 24 7 

割合 100％ 18.4% 63.2% 18.4% 

 
評価 基準とする内容 

◎ 計画以上に進んでいる 
○ 計画どおりに進んでいる 
△ 計画の目標値を下回っている 
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（２）基本目標・基本施策の達成 状況評価 

第７期町田市介護保険事業計画において、3 つの基本目標、7 つの基本施策ごとに設定

した成果指標について、以下のとおり評価を行いました。その結果、16 項目中１１項目

（68.8％）で達成しました。 

 

 図表 2-29：第 7期町田市介護保険事業計画の成果指標による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 ２０１６年度時点 

※2 ２０１９年度時点 

※3 有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム除く 

※4 厚生労働省令等に定められる人員基準に限らず事業所が必要と考える人数 

  

指標（単位） 現状値※1 目標 実績値※2 達成状況 備考 

初認定平均年齢（歳） 78.4 ↗ 78.9 ○ 
要支援・要介護認定を初めて受けたときの年

齢の平均 

高齢者支援センターの所在地 

認知度(％) 
41.3 ↗ 34.5 × 

市民ニーズ調査(一般高齢者)における「高齢

者支援センターの所在地認知度」 

生活機能低下リスクあり

の高齢者の割合(％) 

前期 

高齢者 
57.5 ↘ 58.6 × 市民ニーズ調査（一般高齢者）各種リスク判

定において、いずれかのリスクに該当する者

の年代別割合 
後期 

高齢者 
67.1 ↘ 68.0 × 

主観的健康感（％） 82.8 ↗ 84.7 ○ 
市民ニーズ調査（一般高齢者）における「主

観的健康感」の割合 

地域活動参加率（％） 

前期 

高齢者 
65.7      ↗ 71.0 ○ 市民ニーズ調査(一般高齢者)における「地域

活動参加率」（いずれかの地域活動に月１回

以上参加している者の年代別割合） 
後期 

高齢者 
53.8 ↗ 58.8 ○ 

在宅維持率（％） 80.7 ↗ 78.2 × 
居宅サービス※3受給者のうち、1 年後も居宅

サービスを受給している人の割合 

もの忘れが多いと感じる

人の内、高齢者支援セン

ターを知っている人の割

合（％） 

一  般 

高齢者 
45.7 ↗ 74.0 ○ 市民ニーズ調査(一般高齢者・要支援)におけ

る「もの忘れが多いと感じる人の内、高齢者

支援センターを知っている人の割合」 
要支援 

高齢者 
68.4 ↗ 83.3 ○ 

在宅医療について希望す

るし実現可能だと思う人

の割合(％) 

一  般 

高齢者 
26.3 ↗ 28.3 ○ 

市民ニーズ調査における「在宅医療について

希望するし実現可能だと思う人の割合(％)」 要支援 

高齢者 
26.9 ↗ 28.0 ○ 

就労家族介護者の問題なく就 

労継続できる人の割合（％） 
22.1 ↗ 29.7 ○ 

在宅介護実態調査における「就労家族介護者

の問題なく就労継続できる人の割合」 

介護度の維持・改善率（％） 66.0 ↗ 63.8 × 
当該年度内の全更新・区分変更審査結果のう

ち、介護度維持・改善者の割合 

特別養護老人ホーム入所待機 

期間１年未満入所率（％） 
79.3 ↗ 89.1 ○ 

特別養護老人ホームの入所待機者のうち、１

年未満で入所した者の割合 

職員※4を確保できている事業所 

の割合（％） 
43.2 ↗ 48.0 ○ 

事業所調査における「職員を確保できている

事業所の割合」 
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（３）保険者機能強化推進交付金評価指標による評価 

国は、各市町村が介護保険の保険者としての機能を発揮し、高齢者の自立支援、重度化

防止等に関する取組を推進するために、2018年度から「保険者機能強化推進交付金」を

創設しました。同交付金は、各市町村の自立支援、重度化防止等に関する取組状況を評価

し、その評価結果に応じて交付額が決定します。 

町田市の保険者機能強化推進交付金評価指標による評価結果（2019 年度）は、692

点中 573 点（得点率：82.8％）で、都内平均（470.8 点）を上回り、都内６２市区町

村中6位でした。分野別にみると、「地域密着型サービス」や「介護支援専門員・介護サ

ービス事業所」、「介護人材の確保」等が都内平均を大きく上回っている一方、「要介護

状態の維持・改善の状況等」などは都内平均を下回っています。 

 

  図表 2-30：保険者機能強化推進交付金の 2019年度評価 

指標分野 
配 

点 

町田市 東京都 区部 市部 

得点 得点率 得点 得点率 得点 得点率 得点 得点率 

PDCA サイクルの活用による保険者機能

強化に向けた体制等の構築 
80 76 95.0% 64.2 80.3% 71.2 89.0% 64.6 80.8% 

自
立
支
援
、
重
度
化
防
止
等
に

資
す
る
施
策
の
推
進 

地域密着型サービス 47 39 83.0% 19.4 41.3% 24.7 52.6% 21 44.7% 

介護支援専門員・介護サービス事

業所 
30 30 100.0% 17.4 58.0% 20.7 69.0% 18.8 62.7% 

地域包括支援センター 143 113 79.0% 103.6 72.4% 120.1 84.0% 108.5 75.9% 

在宅医療･介護連携 68 47 69.1% 49.1 72.2% 58.2 85.6% 54.2 79.7% 

認知症総合支援 46 46 100.0% 36.1 78.5% 42 91.3% 40.5 88.0% 

介
護
保
険
運
営
の
安
定
化
に
資

す
る
施
策
の
推
進 

介護予防・日常生活支援 89 77 86.5% 61.1 68.7% 67.3 75.6% 67.3 75.6% 

生活支援体制の整備 46 45 97.8% 37.9 82.4% 43.3 94.1% 42.9 93.3% 

要介護状態の維持・改善の状況等 60 30 50.0% 42.6 71.0% 49.6 82.7% 34 56.7% 

介護給付の適正化 59 46 78.0% 28.1 47.6% 33 55.9% 28.5 48.3% 

介護人材の確保 24 24 100.0% 11.3 47.1% 2 50.0% 13.6 56.7% 

合計 692 573 82.8% 470.8 68.0% 542.7 78.4% 494 71.4% 
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４ 施策分野別の課題の整理 _________________________  

町田市高齢者福祉計画及び第 7 期町田市介護保険事業計画の取組を 8 つの施策分野に

整理し、各施策の取組状況や、関連する各種調査の分析結果等から、本プランに反映すべ

き課題をまとめました。 

 

  図表 2-31：町田市高齢者福祉計画及び第 7期町田市介護保険事業計画の施策分野の整理 

施策体系  整理後の施策分野 

 
町田市高齢者福祉計画 

 
 第７期町田市介護保険 

事業計画 
基本 
目標 

基本施策 
 基本 

目標 
基本施策 

１ 地域参加と生きがいづくり 
    の推進 

 1 地域の支え合いでいきいきと 
   暮らしている 

 
1 高齢者の生きがい・ 
   集う場づくり 

 

  

1 地域ネットワークの充実 

 
2 健康づくり・介護予防 
   の推進 

 2 地域の支え合いと護予防 
   の推進 

 3 地域の担い手づくり 
 2 支援が必要になっても住み慣れた 

   地域で生活できている 

2 住み慣れた地域での 
   生活継続の推進 

 
  

3 認知症の人にやさしい 
   地域づくりの推進 

 
1 見守り支援 
   ネットワークの推進 

 4 在宅療養を支える 
   医療・介護連携の推進 

 2 要配慮高齢者支援 
 5 在宅高齢者とその家族 

   の生活の質の向上 

 
3 生活支援サービス 
   の実施 

 3 よりよい介護保険サービスを 
   適切に利用できている 

 
4 高齢者支援センターの 
   機能の充実 

   6 介護保険サービスの 
   基盤整備 

 
5 認知症高齢者及び 

家族介護者支援 
 7 介護保険サービスの質の 

   向上と適正化 

 7 高齢者の権利擁護 
 

  

3 自分に合った施設や 
   住まいの選択 

 
  

 
1 高齢者の住まいの 
   選択肢拡大 

 
  

 
2 地域に密着した介護 
   保険サービスの提供 

 
  

 3 介護保険施設の整備 
 

  

4 安心して介護保険サービス 
   を利用できる環境づくり 

 
  

 
1 介護保険サービスの質 
   の向上 

 
  

 2 介護人材の育成・確保 
 

  

 3 保健・福祉・医療の連携 
 

  

 

（１）介護予防・生きがい・ 
       健康づくり・就労促進 

 
 

（２）地域ネットワークの充実 

 
 

（３）日常生活支援 

 
 

（４）認知症支援 

 
 

（５）在宅医療・介護連携 

 
 

（６）家族介護者支援・ 
       権利擁護 

 
 

（７）住まいと介護サービス 
      ・人的基盤の充実 

 
 

（８）介護保険サービスの 
     質の向上・適正化 
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（１）介護予防・生きがい・健康づくり・就労促進 

① 主な取組状況  

 ○２０１７年４月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、「町田を元気に

するトレーニング（通称「町トレ」）」をはじめとした介護予防と地域づくり

を推進しました。 

○シルバー人材センターによる就労活動支援や、「いきいきポイント制度」による

ボランティア活動支援など、高齢者の地域活躍を推進しました。 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、自宅でもできる体操に関する動画

配信等、新しい生活様式に合わせた介護予防・健康づくりについて普及・啓発

しました。 

 

② 各種調査等に基づく分析  

 ○生活機能低下リスクのある人は一般高齢者の約６割 

 「健康とくらしの調査」において、「運動機能低下」等 7 つの生活機能低下

リスクについて調査したところ、「何れかのリスクあり」と判定された人は、

一般高齢者の 63.1％でした。 

 年齢区分別の差をみると、「75～79 歳」「80～84 歳」間の差 7.5％が最

も大きく、後期高齢者になるにつれ生活機能低下リスクが上昇する傾向にあり

ます。 

 リスク別にみると、「認知機能低下」が最も高く、次いで「転倒リスク」

「うつ傾向」が高い比率となっています。 

 

  図表 2-32：生活機能低下リスクの分布（健康と暮らしの調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
回答数 

運動機能 
低下 

転倒 
リスク 

認知機能 
低下 

閉じこもり 
傾向 

うつ傾向 
口腔機能 
低下 

低栄養 
状態 

何れかの 
リスクあり 

全年齢 3,575 5.3% 22.5% 38.3% 4.5% 20.4% 16.6% 7.3% 63.1% 

  

前期高齢者 1,865 2.8% 20.5% 34.3% 4.1% 17.5% 14.5% 6.9% 58.6% 

  
６５～６９歳 885 1.9% 19.3% 33.2% 3.7% 16.8% 14.0% 6.1% 57.3% 

７０～７４歳 980 3.7% 21.6% 35.2% 4.5% 18.2% 14.9% 7.7% 59.8% 

後期高齢者 1,699 8.0% 24.7% 42.7% 4.9% 23.6% 18.8% 7.8% 68.0% 

  

７５～７９歳 873 5.4% 21.1% 41.2% 2.6% 20.8% 16.4% 6.5% 63.9% 

８０～８４歳 548 7.8% 27.9% 42.0% 6.6% 26.3% 18.8% 8.8% 71.4% 

８５～８９歳 232 14.7% 29.3% 49.6% 7.8% 28.0% 27.2% 10.8% 74.1% 

９０歳以上 46 26.1% 30.4% 43.5% 15.2% 21.7% 23.9% 6.5% 73.9% 

 

 

0.0%
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60.0%

70.0%

80.0%
前期高齢者 後期高齢者
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○一般高齢者の約６割は健康づくり・趣味等のグループ活動への参加に肯定的 

 「健康とくらしの調査」において、健康づくりや趣味活動等のグループ活動

への参加意向を聞いたところ、一般高齢者の 58.2％が「参加したい・参加して

も良い」または「すでに参加している」と回答しました。 

 性年齢別にみると、特に、65～79 歳の女性の 6 割超が「参加したい・参加

しても良い」または「すでに参加している」と回答しており、他の性年齢区分

より高い傾向にあります。 

 

  図表 2-33：健康づくり・趣味等のグループ活動への参加に肯定的な一般高齢者（健康と暮らしの調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症拡大によりフレイルリスクが上昇している懸念あり 

 高齢者支援センターに対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地

域の高齢者への影響について調査したところ、「外出自粛期間中は自主グルー

プ・サロン等の通いの場活動が滞っており、フレイルの進行が懸念される」と

いった意見が多く寄せられました。 
 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○高齢者の介護予防・健康づくりのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

影響も踏まえ、「通いの場」の立ち上げや活動継続の支援を推進する必要があり

ます。 

○認知機能低下や転倒リスク等の低減のためには、保健医療データの活用や医療職

との連携を強化することが重要です。 

 

   

60.2% 61.2% 61.6%

53.7%

42.5%

37.3%

58.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

  65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 全年齢 

回答数 887 990 882 570 247 51 3636 

男性 57.4% 58.1% 61.4% 57.9% 46.0% 32.0% 57.2% 

女性 62.6% 63.9% 61.7% 50.2% 38.0% 42.3% 59.1% 
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（２）地域ネットワークの充実 

① 主な取組状況  

 ○高齢者支援センターのより効果的・効率的な運営のため、高齢者支援センターの

事業評価を毎年度実施し、成果の共有や次年度の事業運営に活用しました。ま

た、求められる役割の変化や地域の実情に対応するため、必要に応じて評価の

項目や手法を見直しました。 

○「地域ケア会議」を効果的に運営するため、「町田市地域ケア会議運営ガイドラ

イン」を作成し、近隣住民や町内会・自治会、専門機関等、多様な関係者と供

に、高齢者が抱える個別の課題や、地域に共通した課題の解決を図りました。 

○緊急時等の地域連携機能強化に向け、市内介護保険事業所等との災害時情報伝達

訓練を実施しました。また、市内介護保険事業所を対象に BCP（事業継続計

画）・避難確保計画の策定支援セミナーを開催しました。 

 

② 各種調査等に基づく分析  

 ○地域資源との連携の強化や地域ケア会議で挙げられた課題の共有が重要 

 市内介護保険事業所に対し、「地域包括ケアシステムの推進に向けて、今後強

化すべき取組」をたずねたところ、「町内会･自治会、ボランティア等の地域資

源との連携の強化」（52.5％）の回答割合が最も高くなりました。また、「地

域ケア会議で挙げられた課題の共有」は 30.7％、「高齢者支援センターのさら

なる機能強化」は 23.5％の事業所が強化すべきと回答しました。 

 

  図表 2-34：地域包括ケアシステムの推進に向けて今後強化すべきと思う取組（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.2 

30.7 

23.5 

25.1 

14.8 

52.5 

19.6 

26.8 

39.7 

25.4 

26.8 

29.6 

38.8 

2.8 

3.1 

0% 20% 40% 60%

多職種事業所間のネットワークの構築と強化

地域ケア会議で挙げられた課題の共有

高齢者支援センターのさらなる機能強化

地域包括ケアの具体的な事例の共有

生活支援コーディネーターの育成

町内会･自治会、ボランティア等の

地域資源との連携の強化

要介護度改善（自立支援介護）を

目的とした連携

情報共有のためのＩＣＴ等の活用

在宅療養に関わる医療・介護の人材確保

在宅での看取り体制の強化

地域の特性に応じた介護保険サービス

提供体制の構築

市民への啓発

新たな担い手（元気高齢者など）の活躍支援

その他

無回答 回答数＝358
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○要介護１～５の方の世帯の約２割は複合的な課題あり 

 要介護１～５の方に対し、介護や子育てによる負担、生活困窮等の世帯におけ

る困りごとについて聞いたところ、抱えている困り事の数が２つ以上あると回答

した方は全体の２０．４％でした。 

 

  図表 2-35：介護や子育てによる負担等の世帯における困りごと(要介護１～５)(市民ニーズ調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、地域連携機能の強化がより重要に 

 市内介護保険事業所からは、事業所内で新型コロナウイルス感染症のクラスタ

ーが発生するなどして、事業継続が困難となることに関する懸念の声が多く聞か

れており、介護保険サービスの安定的な供給に向けた、緊急時等の市内の介護保

険事業所間の連携体制の構築が急務となっています。 
 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○高齢者が抱える個別の課題や地域に共通した課題、複雑化・複合化した課題の解

決に向けて、高齢者に関する相談対応・支援や地域ケア会議の開催といった高

齢者支援センターのネットワーク機能を強化する必要があります。 

○感染症拡大や風水害等の緊急時における地域の連携機能を強化する必要がありま

す。 

 

 

   

38.0 

0.6 

6.1 

25.5 

9.9 

1.9 

1.9 

0.1 

6.1 

37.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

介護の負担

子育ての負担

障がいのある家族のケアの負担

病気の治療

生活の困窮

就職困難・就労継続困難

引きこもり・孤立

虐待・家庭内暴力（ＤＶ）

その他

無回答

42.0 15.0 3.7

1.7

37.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

困りごと（課題）

が1つ

困りごと（課題）

が2つ

困りごと（課題）

が3つ

困りごと（課題）

が4つ以上

無回答

回答数=1,549 
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（３）日常生活支援 

① 主な取組状況  

 ○リハビリテーション専門職等の多職種協働で行う介護予防・自立支援に向けた地

域ケア個別会議の体制を構築しました。 

○運動プログラムを行う通所型サービスと、作業療法士や理学療法士、管理栄養士

が利用者の自宅を訪問し、アセスメントやアドバイスを行う訪問型サービス

を、３か月の短期間で一体的に実施する「短期集中型サービス」を通し、要支

援１・２の方等の生活機能の向上を図りました。 

○生活支援コーディネーターが中心となり「まちだ互近助クラブ」実施団体の発掘

や、育成を行いました。 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○外出同行、移送、見守り、声かけ等のニーズが高い 

 在宅生活者（要介護認定あり）に「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サー

ビス」をたずねたところ、主な介護者がフルタイム勤務の場合、「外出同行（通

院、買い物など）」（20.7％）、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」

（18.0％）、「見守り、声かけ」（16.2％）の回答割合が高い傾向となりまし

た。 

 

  図表 2-36：在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（フルタイム勤務)(在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 

7.2 

10.8 

13.5 

3.6 

20.7 

18.0 

16.2 

6.3 

3.6 

43.2 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答 回答数＝111

『必要な支援・サービス
がある』
＝52.3％
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○送迎、買い物代行等の支援の担い手を地域で創出していく必要性あり 

 要介護１～５の方を除く高齢者に対し、地域にあったらよいと思う支援と実

際にある支援について聞いたところ、「車での送迎」、「電球交換・ゴミ出

し・力仕事」、「買い物代行・付き添い」は、地域にほしい支援と実際にある

支援との差が大きくなっており、地域で創出していく必要性のある支援といえ

ます。 

 

  図表 2-37：あなたが住む地域にある支援と、あったらよいと思う支援(健康と暮らしの調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○移動支援等の生活支援ニーズに対し、生活支援コーディネーターが中心となり、

市内介護保険事業所やボランティア等と協力して、地域の担い手を創出していく

必要があります。 

○要支援者等の自立支援・重度化防止に向けて、医療専門職、リハビリテーション

専門職等の多職種の連携を強化していくことが重要です。 

 

 

   

23.5 

18.1 

12.7 

5.5 

10.0 

16.1 

9.5 

4.6 

8.0 

8.4 

5.7 

4.2 

26.1 

26.6 

22.0 

20.9 

17.5 

14.6 

9.0 

10.7 

8.5 

6.5 

12.2 

9.8 

8.1 

3.4 

21.9 

24.7 

0% 10% 20% 30%

見守り・安否確認

庭木の剪定・草取り

電球交換・ゴミ出し・力仕事

車での移送

サロン・居場所の提供

食事の宅配

宅配・移動販売

話し相手

買い物代行・付き添い

掃除・洗濯

食事の提供

その他

ない

無回答

ある支援

あったらよい

回答数＝4,968
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（４）認知症支援 

① 主な取組状況  

 ○認知症の人やその家族と地域のつながる場づくりとして、幅広い世代が利用する

コーヒーチェーン店と「認知症の人にやさしい地域包括連携協定」を締結し、市

内の店舗（９店舗）で、市主催の認知症カフェ（Ｄカフェ）を毎月１回実施して

います。 

○認知症に関連した書籍の特設コーナーを設置するＤブックスを市内の図書館や民

間書店、認知症疾患医療センター等で実施しています。 

○２０１８年度及び２０１９年度には、認知症の人と地域の関係者が「認知症の人

にやさしいまち」のこれからのあり方について話し合う「まちだＤサミット」を

開催するなど、認知症になっても住み慣れた地域で生活するための支援やその普

及に取り組んできました。 

 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○要介護１～５の約４人に１人は、認知症が理由で要介護に 

 要介護１～５の方に対し、介護・介助が必要になった主な原因について、聞い

たところ、「認知症（アルツハイマー病等）」の回答割合が最も多く、24.3％

でした。 

 特に、特養待機者では、40.0％が「認知症（アルツハイマー病等）」を主な

原因と回答しており、認知症有病者の施設入所意向が高い傾向がうかがえま

す。 

 

  図表 2-38：介護・介助が必要になった主な原因(市民ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 

7.1 

6.0 

5.1 

1.2 

3.6 

25.1 

4.7 

1.6 

2.8 

3.6 

20.9 

5.3 

5.6 

20.2 

13.2 

1.1 

7.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

脳卒中

心臓病

糖尿病

がん

血液・免疫の病気

呼吸器の病気

認知症

パーキンソン病

腎疾患（透析）

視覚障害

聴覚障害

骨折・転倒

関節の病気

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

16.8 

7.2 

6.1 

5.1 

1.2 

3.6 

24.3 

4.8 

1.6 

2.7 

3.5 

21.0 

5.5 

5.6 

20.0 

13.3 

1.1 

8.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

22.5 

5.0 

3.8 

5.0 

1.3 

5.0 

40.0 

2.5 

1.3 

3.8 

5.0 

17.5 

2.5 

6.3 

23.8 

11.3 

1.3 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

回答数＝1,629 回答数＝1,549 回答数＝80 

【特養待機者】 【要介護１～５ 

（特養待機者を除く）】 
【要介護１～５】 
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○認知機能低下リスクのある一般高齢者は、後期高齢者の約 4 割 

 「くらしと健康の調査」において、「認知機能の低下リスクあり」と判定され

た一般高齢者は、後期高齢者で約 43.4％で、2016 年度調査時（約 41.6％）

から 1.8 ポイント増加しています。 

 

  図表 2-39：一般高齢者の認知機能低下リスク者の割合（健康と暮らしの調査） 

 

 

 

 

 

 

 

○2040 年には市内高齢者の５人に１人が認知症に 

 高齢者の認知症有病者数は、2025 年に約２万 2 千人～2 万 5 千人、2040

年には約3万人～3万4千人にまで増加すると予測され、高齢者の21％～24％

が認知症となると見込まれています。 

 

  図表 2-40：認知症患者数と有病率の将来推計※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 2013 年度  ：「認知機能や生活機能の低下が見られる地域在宅高齢者の実態調査」における

「何らかの認知症の症状がある高齢者数」 

      2025 年度以降：厚生労働省科学研究費補助事業｢日本における認知症の高齢者人口の将来推計に

関する研究｣における｢性・年齢階級別有病率｣に市の将来人口推計を乗じて算出 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○認知機能の低下がある高齢者は増加傾向にあると考えられ、より一層の認知症早

期対応・受診の支援体制の充実が重要となります。 

○認知症の人やその家族が暮らしやすい地域となるよう、認知症の人やその家族の

居場所づくりや、認知症への正しい理解を目的とした普及啓発事業を更に推進し

ていく必要があります。 
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（５）在宅医療・介護連携 

① 主な取組状況  

 ○医療と介護のサービスが高齢者の状態に応じて切れ目なく、一体的に提供される

ことを目指し、「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト（以下「町

プロ」という）」を通じた医療・介護連携の課題解決や、在宅療養に関する市

民への周知・啓発を行いました。 

○２０２０年４月には、市全体の在宅医療・介護連携のさらなる推進に向けて、高

齢者支援センターの後方支援や、医療職・介護職からの相談対応等を行う「医

療と介護の連携支援センター」を開設しました。 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○要介護１～５の約８割は在宅療養に不安あり 

 要介護 1～5の方に対し、在宅療養に関し不安に感じることについてたずねた

ところ、81.9％の方は、在宅療養に関し何らかの不安があると回答しました。

不安の内容は、「家族の負担（肉体的・精神的）」が 64.4％で最も高く、次い

で「経済的な負担」34.2％、「緊急時や救急時の対応」31.8％と続いていま

す。 

  

  図表 2-41：在宅療養について不安に感じること （要介護 1～5）(市民ニーズ調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.4 

34.2 

31.8 

12.9 

13.2 

10.1 

18.4 

9.8 

2.4 

5.7 

12.4 

0% 20% 40% 60% 80%

家族の負担

経済的な負担

緊急時や救急時の対応

みてくれる人がいない

住環境が整っていない

手続きがわからない

どのようなサービスがあるかわからない

事業者の訪問が精神的に負担

その他

不安はない

無回答

『ある』

＝81.9%

回答数＝1,549 
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○介護保険事業所の約７割は、医療機関との連携あり 

 市内介護保険事業所に対し、医療機関との連携について聞いたところ、

72.4％が連携して取り組んでいることがあると回答しました。連携の内容は、

「利用者の健康管理や処置について助言を受けている」が 60.1％で最も高く、

次いで「緊急時の対応体制を確保してもらっている」27.1％、「急変時の入院

を依頼できる病院がある」18.2％、「提携病院があり、一般的な入院を受け入

れてもらっている」15.4％、「職員研修を支援してもらっている」11.2％とな

っています。 

 一方、「特に連携していることはない」は 15.9％となっており、前回調査時

（2016 年度）の 17.1％と比べ、1.2％低下しています。 

 

  図表 2-42：医療機関と連携して取り組んでいること (事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○増加する医療・介護ニーズに効果的に対応していくため、引き続き、町プロでの

協議会や多職種連携研修会等を通し、医療職と介護職の更なる連携強化を図っ

ていく必要があります。 

○「医療と介護の連携支援センター」が中心となり、市内の医療・介護連携におけ

る課題の把握や解決を推し進めていく必要があります。 
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その他

特に連携していることはない

無回答 回答数＝358
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（６）家族介護者支援・権利擁護 

① 主な取組状況  

 ○家族介護者支援のため、家族介護者教室や家族介護者交流会を開催しました。 

○権利擁護に関するパンフレットを市内の介護事業者等に配布して、権利擁護に関

する普及啓発を図りました。 

○市民後見人の育成・登録を推進したほか、2019 年度より成年後見サポーター

制度を新設し、42 人の新規登録がありました。 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○在宅生活者（要介護認定あり）の主な介護者の年齢は、60 代以上が 62.0％ 

 「在宅介護実態調査」において、在宅生活者（要介護認定あり）の主な介護者

の年齢を調査したところ、60 代以上が 62.0％となっており、家族介護者の年

齢層が高い傾向がうかがえます。 

 

  図表 2-43：家族・親族からの介護を受けている方の主な介護者の年齢（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○訪問系サービスを利用している方が就労を継続しやすい傾向あり 

 在宅生活者(要介護 2 以上)の主な介護者に就労継続について聞いたところ、就

労継続が困難な(｢やや/かなり厳しい｣)方の割合は、訪問系サービスを利用して

いる場合 6.9％であるのに対し、利用していない場合は 14.3％と高い傾向があ

ります。 

   

   図表 2-44：在宅生活者(要介護 2以上)の主な介護者の就労継続見込み（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0 0.0 0.6 

10.1 

24.7 
22.9 

21.7 

17.4 

0.2 
2.2 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20歳

未満

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳

以上

わからな

い

無回答

回答数＝493人
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0.0%
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0.0%
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訪問系利用あり

訪問系利用なし

問題なく続けてける 問題はあるが何とか続けていける

続けていくのはやや厳しい 続けていくのはかなり厳しい

わからない

(回答数＝49人) 

(回答数＝36人) 
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○家族介護者の不安に感じる介護は「排泄」、「認知症状への対応」 

 「在宅介護実態調査」において、在宅生活者の主な介護者が不安に感じる介護

について聞いたところ、本人の介護度が要介護 3 以上では、「日中の排泄」

（45.5％）や「夜間の排泄」（44.3％）、「認知症状への対応」（39.8％）

が高い傾向にあることが分かりました。 

 

  図表 2-45：要介護度別・介護者が不安に感じる介護（在宅介護実態調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者虐待や親族間トラブルに関する相談が増加傾向 

 市内高齢者支援センターに対し、新型コロナウイルス感染症の拡大による影

響について調査したところ、「外出自粛により在宅の時間が増加したことなど

により、高齢者虐待や親族間トラブルに関する相談が増加しているように感じ

る」との回答が複数寄せられました。 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○家族介護者支援や権利擁護に対する要請は高まっており､引き続き､家族介護者教

室や家族介護者交流会を通した家族介護者支援や､成年後見制度の活用支援･高

齢者虐待防止など権利擁護に関する普及啓発を推進する必要があります。 
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その他
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（７）住まいと介護サービス・人的基盤の充実 

① 主な取組状況  

 ○地域密着型サービスは､認知症高齢者グループホーム 3 施設､定期巡回･随時対応

型訪問介護看護１施設､(看護)小規模多機能型居宅介護 2 施設の整備を完了予定

です｡ 

○特別養護老人ホームは、1 施設 90 床（第 6 期計画分）が開設しました。 

○市内の不動産団体や居住支援団体と連携し、2019 年度に居住支援協議会を発

足し、住宅に困窮する高齢者等への居住支援に向けた協議を推進しています。 

○介護人材の確保に向けては、主戦力となる専門人材だけでなく、周辺業務の担い

手として、元気高齢者や子育て世代の女性等をターゲットとした事業や、将来

的な担い手となり得る子どもや在住外国人を対象とした事業を推進しました。 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○(看護)小規模多機能型居宅介護は整備目標に至らず利用率も低調 

 地域密着型サービスの整備促進について、(看護)小規模多機能型居宅介護は、

公募を6回実施しましたが整備目標には至らず、その後先着順にて相談を受け付

けています。また、利用率をみると、認知症対応型デイサービス(55.3％)及び

(看護)小規模多機能型居宅介護(66.0％)は低調となっています。 

 
  図表 2-46：第 7期における地域密着型サービスの募集・選定状況 

サービス種別 
第 6 期末 第 7 期 

利用率 
施設数 定員数 整備目標 募集状況 整備数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3 施設 - 1 施設 5 回公募後､先着受付 1 施設 - 

（看護）小規模多機能型居宅介護 6 施設 151 人 4 施設 6 回公募後､先着受付 2 施設 66.0％ 

認知症高齢者グループホーム 23 施設 378 人 3 施設 6 回公募 3 施設 96.2％ 

認知症対応型デイサービス 24 施設 389 人 - - - 55.3％ 

地域密着型デイサービス 64 施設 721 人 - - - 71.0％ 

 ※第 7期整備数：2020年 9月 1日時点（整備予定を含む） 

  利用率：（看護）小規模多機能型居宅介護・認知症対応型デイサービスは 2019 年度平均、認知症高齢者グループホームは

2020年 3月時点、地域密着型デイサービスは 2019年 10月時点 

 

○特養の待機期間 1 年未満での新規市民入所率は 9 割に 

 特別養護老人ホームの新規整備への市独自補助を開始した 2009 年度から

2018年度までの 10 年間で、特別養護老人ホームの定員は 991 人増加し、待

機期間 1 年未満での新規市民入所率は 45.4%から 90.0％まで上昇しました。 

 
  図表 2-47：特別養護老人ホームの定員と待機期間 1年未満新規市民入所率の推移(2009-2018年度) 
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○介護職員の離職率は改善傾向だが、依然として厳しい状況 

市内介護保険事業所の介護職員離職率は 2018 年度 19.0％で、2016 年度

の 26.6％から改善傾向にあり、都内平均(18.7%)とほぼ同水準となっていま

す。しかし、全国平均(16.2％)と比べると、依然厳しい状況となっています。 

 

  図表 2-48：介護職員の離職率(介護保険事業所介護職員雇用動向調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：全国平均・都平均･･･「介護労働実態調査」（（公財）介護労働安定センター） 

 

○介護職員の離職率は改善傾向だが、依然として厳しい状況 

介護保険事業所に職員確保の状況についてきいたところ、｢確保できている｣

(｢常時/ほぼ確保できている｣)は 48.0％でした。サービス種別にみると、特に

「訪問型」は 28.9％と、より厳しい状況であることがわかります。 

 

   図表 2-49：必要とする職員数の確保の状況(事業所調査) 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○地域密着型サービスの整備促進については、より事業者の参入しやすい募集方法

を検討する必要があります。 

○特別養護老人ホームをはじめとした入所・入居施設は充足しつつあり、今後の需

要増や保険料への影響等を総合的に考慮して整備する必要があります。 

○介護人材不足については、2040 年に向けより深刻化すると見込まれ、中長期

的な展望のもと、確保・育成・定着に重点的に取り組む必要があります。 
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（８）介護保険サービスの質の向上・適正化 

① 主な取組状況  

 ○介護保険サービスの品質向上を目的として、介護相談員派遣事業、ケアプラン点

検事業等を実施したほか、要介護度の改善に対する施設へのインセンティブ事

業を実施し、要介護度改善ケアを奨励しました。 

○介護保険サービスの適切な利用を図るため、福祉用具・住宅改修利用者宅への現

地訪問や、給付費通知による啓発等を行いました。 

 

② 各種調査等に基づくデータ分析  

 ○介護保険の認定申請件数は 2014～2019 年度で約 26.5％増加 

 介護認定の申請件数は、2014 年度の 16,219 件から、2019 年度には

20,523 件と、約 26.5％増加しています。今後も、「団塊の世代」が後期高齢

者となる 2025 年に向けて増加傾向が続くと考えられ、介護認定に関する業務

量の増加が見込まれます。 

 

  図表 2-：介護保険の認定申請件数の推移（2014年度-2019年度） 
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○在宅サービスに「不満である」方の割合は改善傾向 

要介護１～５の方に対し、利用している介護保険サービスの満足度について

きいたところ、主な在宅サービス（訪問介護、通所介護、ショートステイ）の

「不満である」方の割合は、低下傾向にあります。一方、「不満である」の回

答割合が１割を超えているサービスとしては、認知症高齢者グループホーム

（23.5％）、(看護)小規模多機能型居宅介護（12.5％）があります。 

 

  図表 2-：サービスに「不満である」の回答割合の推移（要介護 1～5） (市民ニーズ調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図表 2-：サービスの満足度（要介護 1～5）(市民ニーズ調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 本プランに反映すべき課題  

 ○介護保険サービスの安定的な提供のため、介護保険サービス提供の効率化を推進

することが重要となります。 

○質の高い介護サービスを適切に提供していくため、介護サービスの品質向上及び

給付適正化に対し、引き続き取り組んでいく必要があります。 
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（９）課題のまとめ 

高齢者を取り巻く現状分析や、これまでの取組の進捗状況、各種調査分析、圏域別分析

等から、現状と課題を整理し、本プランの施策に反映すべきニーズ（高齢者の声）を抽出

しました。 

 

 課 題 
 本プランの施策に反映 

すべきニーズ(高齢者の声) 

(1)
介
護
予
防
・
生
き
が
い
・ 

 
 

健
康
づ
く
り
・
就
労
促
進 

・生活機能低下リスク者は一般高齢者の約６割｡75 歳以上で上昇傾向｡ 
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛によりフレイルリスク上昇の
懸念あり。 

・感染症対策をとりながら､通いの場の立上げ･活動継続支援を推進する必要 
あり。 

・効果的な介護予防のためには、保健部局や国保部局との連携強化が重要。 

 

○介護予防や生きがい・健

康づくりに、地域の身近

な場所で取り組みたい 

○経験や知識を活かして、

地域で活躍したい 

(2)
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

    

の
充
実 

・地域資源との連携の強化や地域ケア会議で挙げられた課題の共有が重要。 

・要介護 1～5 の方の世帯の約２割は生活上の課題が複数あり。 

・高齢者支援センターのネットワーク機能をより強化する必要あり。 

・緊急時(感染症拡大､風水害等)の地域連携機能を強化する必要あり。 

 

○悩みや不安を解消し、安

心して暮らしたい 

○もしものことがあった時

や災害時等にも、地域で

安心して暮らしたい 

(3)
日
常
生
活 

    

支
援 

・外出同行､移動支援等のニーズが高く､地域の担い手を創出する必要あり｡ 

・自立支援・重度化防止に向け、多職種の連携を強化していくことが重要。 

 
○必要な支援を受けなが

ら、地域の一員として生

活したい 

(4)
認
知
症
支
援 

・より一層の認知症早期対応・受診の支援体制の充実が重要。 

・認知症の人やその家族の居場所づくり､普及啓発をより推進する必要あり｡ 

 

○認知症になっても住み慣

れた地域で自分らしく暮

らし続けたい 

(5)
在
宅
医
療
・ 

 

介
護
連
携 

・要介護 1～5 の方の約 8 割は在宅療養に不安あり。 

・後期高齢者の増加に伴い増加の見込まれる医療・介護ニーズに対応してい

くため、在宅医療・介護連携を更に強化する必要あり。 

 
○必要な医療・介護サービ

スを受けながら、住み慣

れた自宅で生活したい 

(6)
家
族
介
護
者
支
援 

・ 

権
利
擁
護 

・要介護 1～5 の方の家族介護者は約 6 割が 60 代以上。今後も家族介護者 

 の高齢化が見込まれる。 

・引き続き、家族介護者支援や権利擁護の普及啓発等を推進する必要あり。 

 
○介護をしてくれる家族の

負担を少しでも取り除き

たい 

○自らの意思が尊重され、

尊厳ある生活を送りたい 

(7)
住
ま
い
と
介
護 

    

サ
ー
ビ
ス
・
人
的 

    

基
盤
の
充
実 

・地域密着型サービスは､事業参入しやすい募集方法を検討する必要あり｡ 

・入所系施設は充足しつつあり､今後の需要等を勘案し整備する必要あり。 

・介護人材不足はより深刻化する見込み｡重点的に対策を講じる必要あり｡ 

 

○介護が必要になっても住

み慣れた地域で安心して

暮らしたい 

(8)
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス 

    

の
質
の
向
上
・ 

   

適
正
化 ・介護保険の認定申請件数は増加傾向にあり、認定調査の効率化が必要。 

・介護サービスの安定的提供のため､サービス提供の効率化の推進が必要。 

 

○質の高い介護サービス

を、必要な時に安心して

受けたい 
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第３章 計画の基本目標と 

      基本施策 

１ 計画の体系 

２ 基本理念実現に向けた基本目標 

３ 基本施策の展開と取組 

４ 基本理念の実現に向けた 

  町田市版地域包括ケアシステムの 

      深化・推進 

５ 基本目標・基本施策の評価指標 
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１ 計画の体系__________________________________  

高齢者の方が、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくためには、年齢を重

ねるにつれて生じる様々なニーズをくみ取り、対応していく必要があります。 

本項では、現状と課題の整理から抽出された高齢者の声について、高齢者の方の状態等

の変化に応じて整理し、施策体系をまとめました。本プランの施策体系は、３つの基本目

標、８つの基本施策から成り、その下に 20 の取組の柱があります。また、取組の柱のう

ち、7 つを重点と設定しました。 

 

 図表 3-1：計画の体系 

 
要介護度 

 

   

 

  

 

 

    
 

   
 

 高齢者の声 
（本プラン 
の施策に 
反映すべき
ニーズ） 

 

 

   

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

基本目標  I 地域とつながり、いきいきと暮らしている    Ⅱ 支援が必要になっても、支え合い 

         

基本施策  
１ 地域活躍と生きがい・
健康づくりの推進 

 
２ 地域ネットワーク 
   の充実 

 
３ 日常生活支援 
    の推進 

 
４ 認知症とともに 
    生きるまちづくり 
    の推進 

         

取組の柱 

 
(１)地域活動への参加促
進と生きがい 

  づくり 
 
（１）高齢者支援センタ 
     ーのネットワーク機 
     能の強化【重点】 

 
（１）自立支援・重度化

防止に向けた取組
の推進【重点】 

 

（１）認知症の人やその
家 族の視点を重
視した地域づくり
の 推進【重点】 

        

 
（２）介護予防・健康づく

りのための通いの場
の充実【重点】 

 
（２）地域ネットワークづく

り の強化 
 
（２）地域の支え合いの

推進 
 
（２）認知症早期対応・

受診の支援の 
   充実 

        

 
（３）高齢者の就労機会
の確保と地域活躍の推
進 

 
（３）緊急時等の地域連
携機能の強化 

 
（３）生活支援サービス
の提供 

  

・介護予防や生
きがい・健康
づくりに、地
域の身近な場
所で取り組み
たい 
 

・経験や知識を
活かして、地
域で活躍した
い 

 

元 気 高 齢 者 要 支 援 

・もしものこと
があった時や
災害時にも、
地域で安心し
て暮らしたい 

 

・高齢者支援セ
ンター等に安
心して相談し
たい 

・必要な支援を
受け なが
ら、地域の一
員 として生
活したい 

・認知症になっ
ても住み慣れ
た地域で自分
らしく暮らし
続けたい 
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 住み慣れた地域で生活できている  
Ⅲ よりよい介護サービスを安心して利用し続ける

ことができる 
        

 
５ 在宅療養を支える 
    医療・介護連携の 
    推進 

 
６ 家族介護者の支援 
   と高齢者の権利擁護 

 
７ 住まいの選択肢の 
   充実とサービス基盤 
   ・人的基盤の整備 

 
８ 介護保険サービス 
    の効率的な提供と 
    品質向上 

        

 
（１）多職種による在宅医 
      療・介護連携の推進 
      【重点】 

 
（１）家族介護者への支援 
      の充実 

 
（１）介護人材の確保・ 
      育成・定着【重点】 

 
（１）効率的な介護保険 
     サービス提供の推進 
     【重点】 

        

   （２）高齢者の権利擁護  
（２）地域密着型サービス 
      の充実 

 
（２）適切な介護保険サー 
      ビスの利用の促進 

        

     
（３）多様な住まいや施設 
      の確保 

 
（３）介護保険サービスの 
     品質向上 

・必要な医療・介
護サービスを受
けながら、在宅
で生活したい 
 

・退院後も安心し
て暮らしたい 

・介護をしてくれ
る家族の負担を
少しでも取り除
きたい 
 

・尊厳ある生活の
ために、自己決
定を出来る限り
尊重 
してほしい 

・介護が必要にな
っても住み慣れ
た地域で 

 安心して暮らし
たい 

・質の高い介護 
サービスを、必
要な時に安心し
て受けたい 

要 介 護 １ ～ ５ １ ～ ２ 
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２ 基本理念実現に向けた基本目標 _____________________  

 本プランに掲げる基本理念を実現していくため、また、現状及び 2025 年・2040 年

を見据えた課題に対応するために設定をした基本目標は下記のとおりです。 

 
（１）基本理念

高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち 

～地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現～ 

 

 
（２）基本目標

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域が「支え手」「受け手」という関係を超えて支え合い、様々な

生活支援が充実することで、地域の一員として住み慣れた地域で暮

らし続けることができます。 

○ 認知症への理解が地域に浸透し、家族介護者等への支援や、医療・

介護サービスの連携が強化されることで、支援が必要になっても安

心して在宅生活を送ることができます。 

○ 経験や知識を活かした就労・ボランティア活動等を通し地域で活躍

し、介護予防や生きがい・健康づくりに身近な場所で取り組むこと

で、いきいきと暮らすことができます。 

○ 見守り活動や、もしもの時のための相談体制、大規模災害等の緊急時

の連携体制などが充実していることで、安心して生活を送ることがで

きます。 

Ⅲ よりよい介護保険サービスを適切に利用できている 

○ 地域の特性に応じた介護保険サービスが充実していることで、高齢者

が一人ひとりに合ったサービスを選択しながら、住み慣れた地域で生

活し続けることができます。 

○ 介護人材の確保・育成・定着や、介護保険サービスの品質向上などに

向けた取組により、介護保険サービスが安定的に提供されることで、

高齢者は安心してサービスを利用し続けることができます。 

Ⅰ 地域とつながり、いきいきと暮らしている 

 Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた地域で 

   生活できている 
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 ３ 基本施策の展開と取組 __________________________  

  

 

 

（１）現状と課題 

 運動機能や口腔機能の低下、低栄養状態など、何らかの要支援・要介護状態になるリス

クのある人は、一般高齢者の約６割にのぼり、要支援の認定者数は年々増加しています。 

 一方、一般高齢者のうち約６割の方が、健康づくりや趣味などの地域活動への参加に意

欲を示しており、通いの場に参加している高齢者は、１年後の要支援認定率が低い傾向が

あります。 

 このことから、高齢者が介護保険の認定を受けずに、生きがいを持って暮らしていくた

めには、介護予防の普及啓発と身近な場所で介護予防に取り組める環境づくりを推進する

ことが有効であると考えられます。 

 また、市内高齢者に対し新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について聴取

したところ、「外出自粛期間中は自主グループ・サロン等の通いの場活動が滞っており、

フレイルの進行が懸念される」といった意見が多く寄せられており、新たな生活様式に合

わせた介護予防・健康づくりの普及・啓発が求められています。 

 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 高齢者の介護予防・健康づくりのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

も踏まえ、「通いの場」の立ち上げや活動継続を支援します。 

○ 保健部局や国保部局と連携し、より効果的な介護予防・フレイル対策を推進します。 

 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

地域活躍と生きがい・健康づく

りの推進 

  (１)地域活動への参加促進と生きがい

づくり   

    

   (２)介護予防・健康づくりのための通

いの場の充実【重点】    

    

   (３)高齢者の就労機会の確保と地域活

躍の推進    

 

  基本施策１ 地域活躍と生きがい・健康づくりの推進 

 基本目標Ⅰ 地域とつながり、いきいきと暮らしている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 老人クラブ活動の支援 

 老人クラブへの補助金の交付や、新規創設時の相談を通じて、老人クラブ活動

の拡充が図れるよう支援します。 
 

指標：新規老人クラブ数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

１クラブ 2 クラブ 2 クラブ 2 クラブ 

 

 

  ② 高齢者のスポーツ活動の普及 

 ゲートボール大会の開催等を通じて、高齢者の健康増進や生きがいづくりを推

進します。 
 

指標：高齢者のスポーツ大会等開催回数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

3 回 3 回 3 回 3 回 

 

 

 

 

 

  

  ① 介護予防と健康づくりの一体的な推進 

 介護予防の取組に健康教育、健康相談等の保健医療職の支援を取り入れ、高齢

者が身近な場所で、介護予防・フレイル予防に取組むことができるようにします。 
 

指標：フレイルチェック会参加人数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

78 人 278 人 378 人 478 人 

 

１－（１）地域活動への参加促進と生きがいづくり 

１－（２）介護予防・健康づくりのための通いの場の充実【重点】 
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  ② 地域介護予防自主グループの支援 

 誰もが身近な地域で介護予防に取り組めるよう、気軽に参加することができる

教室を開催するとともに、介護予防に対する取組が自主的かつ日常的なものとし

て定着するように支援します。 
 

指標：地域介護予防自主グループ数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

306 団体 314 団体 318 団体 322 団体 

 

  ③ 「町田を元気にするトレーニング」(通称：「町トレ」)自主グループの支援 

 元気な方から体力に自信がない方まで参加できる町田市のオリジナルのトレー

ニング「町トレ」を実施する自主グループの立ち上げ、及び活動継続支援を行い

ます。 
 

指標：「町トレ」自主グループ数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

155 団体 179 団体 191 団体 203 団体 

 

 

 

 

 

  

  ① シルバー人材センターによる就労機会提供の支援 

 シルバー展やシルバー交流まつりをシルバー人材センターと共催することで、

シルバー人材センターの活動を周知し、シルバー人材センターによる就労機会提

供の支援を行います。 
 

指標：シルバー人材センター新規入会者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

350 人 350 人 350 人 350 人 

 

 

 

１－（３）高齢者の就労機会の確保と地域活躍の推進 
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  ② 介護予防サポーターの養成 

 介護予防や地域活動に関する講座を開催し、自らの介護予防の知識を深めると

ともに、地域で介護予防の普及啓発や地域活動を行うことができる人材を養成し

ます。 
 

指標：介護予防サポーター養成講座の修了者数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

1,054 人 1,134 人 1,194 人 1,254 人 

 

  ③ いきいきポイント制度の普及 

 市内の介護保険施設でのレクリエｰションの補助や話し相手、保育園での子ども

の遊び相手など、地域の様々な活動にポイントを交付し、還元を行います。高齢

者の地域参加や地域貢献を通じて、地域の支え合いや高齢者相互の支え合いを進

めます。 
 

指標：いきいきポイント制度登録者数/活動場所数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

 2,169 人 

/245 ヶ所 

2,370 人 

/255 ヶ所 

2,470 人 

/260 ヶ所 

2,570 人 

/265 ヶ所 
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（１）現状と課題 

 町田市では、それぞれ個別の地域を担当し、住民や関係機関の一義的な窓口として、地

域に密着した業務を行う「高齢者支援センター」を１２箇所設置しています。加えて、２

０２０年４月１日には、特定の地域を担当せず、市全体の在宅医療・介護連携の推進に向

けて、高齢者支援センターの後方支援や、医療職・介護職からの相談対応等を行う「在宅

医療・介護連携機能強化型地域包括支援センター」（通称「医療と介護の連携支援センタ

ー」）を開設しました。 

 近年、増加しているといわれる「８０５０問題」や介護と育児のダブルケア等、複合的

な課題をはじめ、高齢者支援センターに寄せられる相談は多岐に渡り、その多くが家族や

地域との関係性等、複雑な背景を有しています。このように多様化・複雑化した課題は、

高齢者福祉分野だけでなく、多分野の関係機関が協力して対応する必要があります。 

 また、高齢者支援センターが主催する「地域ケア会議」は、高齢者が抱える個別の課題

や、地域に共通した課題の解決に向け、会議を適切に運営するだけでなく、より有効な話

し合いができるよう、議論の内容を充実させる必要があります。 

 激甚化する風水害や、新型コロナウイルス感染症拡大等に対しては、市内介護保険事業

所の連携体制を構築するなど、地域の連携機能を強化していく必要があります。 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 高齢者が抱える個別の課題や地域に共通した課題の解決に向けて、高齢者に関する相

談対応・支援や地域ケア会議の開催といった地域包括支援センターのネットワーク機

能を強化します。 

○ 災害や感染症拡大等の緊急時に備え、地域の連携体制を強化する必要があります。 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

地域ネットワークの充実 
  (１) 高齢者支援センターのネットワー

ク機能の強化【重点】   

    

   
(２) 地域ネットワークづくりの強化 

   

    

   
(３) 緊急時等の地域連携機能の強化 

   
 
 
 

  基本施策２ 地域ネットワークの充実 

 基本目標Ⅰ 地域とつながり、いきいきと暮らしている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 高齢者支援センターと関係機関との連携強化 

 いわゆる 8050 問題※1やダブルケア※2等、高齢者分野だけでは解決が難しい課

題について、高齢者支援センターと医療や障がい、子どもといった多分野の関係

機関とが協力して対応し、課題解決を支援します。 

※1…高齢の親と同居する 50歳以上の子どもの組み合わせによる生活問題 
※2…個人や世帯が同時期に介護と育児の両方に直面することで生じる問題 
 

 

  ② 地域ケア会議による課題解決機能の強化 

 高齢者の個別の課題や地域に共通した課題の解決に有効なものとなるよう、

「町田市地域ケア推進会議運営ガイドライン」に沿って地域ケア会議を運営しま

す。また、必要に応じて、医療と介護の連携支援センターや町田市社会福祉協議

会等、関係機関が客観的な視点で会議の内容を確認し、会議の有効性を高めます。

会議で得た結果を地域に活かすため、会議開催後に内容の評価を行います。 
 
 

指標：地域ケア推進会議の参加者アンケートで「地域課題の解決に向けて効果的

な話し合いができた」と回答した方の割合 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

- 70% 75% 80% 

 

 

  

２－（１）高齢者支援センターのネットワーク機能の強化【重点】 
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  ① 高齢者見守り支援ネットワークの普及 

 高齢者の孤立を防ぎ、地域の中で安心して暮らすことができるよう、地域で活

動する様々な団体や個人に対して、見守りの普及啓発や、見守り活動を実施する

際の支援を行います。 

 

指標：見守り普及啓発講座・交流会の受講者数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

2,121 人 3,200 人 3,900 人 4,600 人 

 

 

  ② 事業者による見守り 

 高齢者の異変を早期に発見し、適切な専門機関につなげられるよう、高齢者に

身近な地域の事業者と協力し、見守り体制を強化します。 

 

指標：見守り協力事業者の数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

590 事業者 596 事業者 598 事業者 600 事業者 

 

 

  ③ あんしんキーホルダーの普及 

 高齢者の個人情報や緊急連絡先を高齢者支援センターに登録し、登録番号入り

のキーホルダーを所持することで、外出先で緊急搬送された際等に、救急隊や支

援者が高齢者の住所や氏名、緊急連絡先等の情報を迅速に把握できるようにしま

す。 

 

指標：あんしんキーホルダーの新規登録件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

1,696 件 2,200 件 2,200 件 2,200 件 

 

  

２－（２）地域ネットワークづくりの強化 
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  ① 介護保険事業所等との緊急時の連携強化 

 大規模震災や感染症拡大等の緊急時に備えて、市内介護保険事業所間の連携体

制の構築を推進します。 

 

 

  ② 高齢者の迅速かつ円滑な避難の確保と避難生活支援 

 地域の要配慮者、避難行動要支援者への対策として、民生委員・児童委員や町

内会・自治会等の地域組織や、二次避難施設協定施設との連携を強化するなど、

効率的な支援体制の整備に努めます。 

 
  

２－（３）緊急時等の地域連携機能の強化 
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（１）現状と課題 

 地域の支え合いによる日常生活支援に関しては、「まちだ互近助クラブ」実施団体の発

掘・育成など、市内１２箇所の高齢者支援センターの生活支援コーディネーターが中心と

なり推進してきました。 

 今後、高齢化が進展していく中で、軽度の支援を必要とする高齢者の増加が見込まれて

います。また、外出同行、移動支援、見守り、声かけ等、多様な生活支援へのニーズはま

すます増加すると考えられ、市内介護保険事業所やボランティア等と協力して、地域の担

い手を創出していくことが求められています。 

 また、要介護１～５の方を除く高齢者のうち５２．３％は、要支援・要介護リスクがあ

り、特に口腔機能や運動機能の低下している者の割合が高い傾向にあります。 

 要支援者等の自立支援・重度化防止を効果的に推進していくためには、医療専門職、リ

ハビリテーション専門職等の多職種の連携を強化していくことが重要です。 

 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 増加する移動支援等の生活支援ニーズに対し、生活支援コーディネーターが中心とな

り、地域の担い手を創出していきます。 

○ 要支援者等の自立支援・重度化防止に向けて、医療専門職、リハビリテーション専門

職等多職種協働で取組を進めていきます。 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

日常生活支援の推進 
  (１) 自立支援・重度化防止に向けた取

組の推進【重点】   

    

   
(２) 地域の支え合いの推進 

   

    

   
(３) 生活支援サービスの提供 

   

 

 

 

 

  基本施策３ 日常生活支援の推進 

 基本目標Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた 

       地域で生活できている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 地域ケア個別会議を活用した効果的な介護予防ケアマネジメントの実施 

 要支援１・２、総合事業対象者の事例を対象とした、リハビリテーション専門

職等の多職種と協働で行う地域ケア個別会議を実施します。多職種のそれぞれの

専門性に基づいた助言によって、その方らしい生活の実現に向けた介護予防ケア

マネジメントの実施を目指します。 

 

指標：地域ケア個別会議事例提出者の満足度 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

100% 90% 90% 90% 

 

 

  ② 短期集中型サービスの実施 

 運動プログラムを行う通所型サービスと、作業療法士や理学療法士、管理栄養

士が利用者の自宅を訪問し、アセスメントやアドバイスを行う訪問型サービスを、

３ヶ月の短期間で一体的に実施することで、要支援１・２、事業対象者の方の生

活機能の向上を図ります。 
 

指標：短期集中型サービス目標達成率 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

75% 75% 75% 75% 

 

  

３－（１）自立支援・重度化防止に向けた取組の推進【重点】 
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  ① 生活支援団体ネットワークの支援 

 ６５歳以上の市民を対象とする生活支援を実施している団体について、情報共

有・意見交換の機会を提供、また活動に対する支援を行うことで、活動の充実・

強化を図ります。 

 

指標：生活支援団体ネットワーク登録団体数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

16 団体 17 団体 18 団体 19 団体 

 

 

  ② 移動支援の推進 

 いつまでも、住み慣れた地域で自立した生活を続けていくために、日常の買い

物や通院、楽しみのための外出や移動が困難な高齢者を地域支え合い活動として

支援しようとする自治会や住民ボランティア団体の立ち上げ支援を行います。 
 

指標：移動支援ボランティア団体数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

5 団体 5 団体 6 団体 6 団体 

 

 

  ③ まちだ互近助クラブの支援 

 地域の助け合いの関係を基盤として立ち上げる「まちだ互近助クラブ」づくり

を支援し、高齢者が支援を必要とする状況になっても長く活動できるグループを

増やします。 
 

指標：まちだ互近助クラブ登録団体数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

77 団体 81 団体 85 団体 89 団体 

 

  

３－（2）地域の支え合いの推進 
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  ① 自立支援・配食ネットワークの実施 

 住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、見守りを兼ねて食事を配達

します。 

 

指標：自立支援・配食ネットワークの実施利用者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

612 人 624 人 636 人 648 人 

 

 

  ② 在宅訪問理美容券の交付 

 高齢者の経済的負担軽減のため、高齢者在宅訪問理美容券を交付します。 
 

指標：在宅訪問理美容券利用者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

2,083 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人 

 

 

  ③ 寝具乾燥消毒事業の実施 

 失禁により寝具の清潔が保てず、かつ干せない方に対し、寝具の乾燥消毒・丸

洗いを実施し、快適な生活を継続できるよう支援します。 
 

指標：寝具乾燥消毒事業の実施利用者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

40 人 40 人 40 人 40 人 

 

  

３－（３）生活支援サービスの提供 
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（１）現状と課題 

 高齢者の認知症有病者数は、2025 年には約２万 2 千人～2 万 5 千人にまで増加する

と見込まれており、より一層の認知症早期相談・受診の支援体制の充実と、認知症の人や

その家族が暮らしやすい地域づくりが重要となります。 

 認知症早期相談・受診の支援については、これまで、もの忘れ相談事業や、認知症初期

集中支援チーム事業等を進めてまいりました。特に認知症初期集中支援チーム事業は、チ

ーム員がより効果的に活動できるようにガイドラインを作成し取り組んでまいりました。 

 今後も引き続き、より効果的な認知症早期相談・受診の支援を目指し、ガイドラインの

検証・見直し等を進める必要があります。 

 認知症の人やその家族が暮らしやすい地域づくりについては、「D カフェ」や「D ブッ

クス」、「D サミット」等、市独自の取組を先進的に推進してきました。 

 今後も、地域全体が認知症への正しい理解を持ち、認知症とともに生きることのできる

地域のイメージ（目指すべき姿）を共有した上で、認知症の人やその家族、市民が共に地

域づくりに参加するためのネットワーク作りを進めていくため、世代を超えた多くの市民

に認知症を自分ごととしてとらえるための周知、理解促進を進める必要があります。 

 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 認知症の人やその家族が暮らしやすい地域となるよう、「認知症とともに生きるまち」

を目指し、認知症の人やその家族の居場所づくり及び認知症への正しい理解を目的と

した普及啓発事業を推進します。 

○ 認知症早期対応・受診の支援の充実に向けて、各事業をより効果的に推進できるよう

検証・見直しを進めていきます。 

 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

認知症とともに生きるまちづく

りの推進 

  (１) 認知症の人やその家族の視点を重

視した地域づくりの推進【重点】   

    

   (２) 認知症早期対応・受診の支援の充

実    

  

  基本施策４ 認知症とともに生きるまちづくりの推進 

 基本目標Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた 

       地域で生活できている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 認知症の人やその家族の居場所づくり 

 各種普及啓発の取組により、認知症の人やその家族の視点を重視した「認知症

とともに生きるまち」のイメージの形成、周知、理解促進を図ります。認知症の

人やその家族と地域のつながりの場であるＤカフェや認知症に関連した書籍の特

設コーナーを設置するＤブックス等の取組により、認知症とともに生きることの

できるまちづくりを進めます。 

 

 

  ② 認知症サポーターの養成 

 認知症の人が住み慣れた地域で、安心して住み続けられるよう、認知症につい

ての正しい知識と理解を、広く市民に啓発していきます。認知症サポーターは地

域を見守り、認知症の人とその家族を支えます。 
 

指標：認知症サポーター養成講座の受講者数（累計） 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

30,703 名 34,900 名 38,200 名 41,500 名 

 

 

  ③ 認知症等による行方不明高齢者捜索ネットワークの構築 

 高齢者が認知症等の症状により行方不明となった場合に、防災行政無線や市民

へのメール配信、捜索協力協定を締結している事業者への連絡を行い、当該高齢

者に関する情報提供を依頼し、早期発見につなげます。 

また、行方不明となる恐れのある高齢者の家族等に機器を貸与し、行方不明高齢

者の位置に関する情報を提供することにより、行方不明高齢者の安全を確保する

とともに、当該家族等の負担の軽減を図ります。 

 

指標：認知症等による行方不明高齢者探索サービス利用者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

86 人 128 人 149 人 170 人 

 

  

４－（１）認知症の人やその家族の視点を重視した地域づくりの推進【重点】 
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  ① 認知症相談支援 

 認知症への不安、病状、病院の選び方、必要なサービス等、認知症に関するこ

とについて、専門の相談員が電話でお受けします。その他、身近な相談窓口とし

て、医師によるもの忘れ相談や臨床心理士等による介護者等相談を高齢者支援セ

ンター12 ヵ所において実施しています。 

 

指標：認知症相談件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

232 件 200 件 200 件 200 件 

 

 

  ② 認知症の早期受診支援（認知症初期集中支援チーム事業） 

 認知症になってもなかなか医療受診や介護サービスに結びつかない高齢者のも

とへ、医療・介護の専門職で構成されたチームが訪問し、認知症に関する様々な

相談に対応します。 
 

指標：認知症の診断につながった対象者の割合 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

64.20% 60.00% 60.00% 60.00% 

 

 

  

４－（２）認知症早期対応・受診の支援の充実 
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（１）現状と課題 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、医療と介護サービスが高齢者の状態に応じて切れ目なく、一体的に提供されるこ

とが必要です。 

 町田市では、高齢者の在宅療養を支え、医療と介護をはじめとした多職種の連携の促進

を図るため、2013 年 10 月に「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト」（以

下「町プロ」という）を発足し、町田市医師会が中心となり、在宅療養や医療・介護連携

における課題の解決に向けた取組を進めてきました。 

 町プロ発足からこれまでの間、町プロ推進協議会での議論を経て、Dr.Link やケアマネ

サマリーなど医療職と介護職の連携のための仕組みの構築、在宅医療・介護連携に関する

相談窓口の設置、在宅療養について市民に分かりやすく伝えるための冊子「住み慣れたわ

が家で自分らしく生きたい」を発行するなど、様々な取組が行われており、町田市におけ

る医療・介護の連携は着実に進んでいるところです。 

 また、２０２０年４月には、市全体の在宅医療・介護連携のさらなる推進に向けて、高

齢者支援センターの後方支援や、医療職・介護職からの相談対応等を行う「医療と介護の

連携支援センター」を開設しました。 

 在宅療養を必要とする高齢者が、これからますます増えていくことが想定されることか

ら、今後も在宅療養を支えるための取組をより一層推進していく必要があります。 

 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 引き続き、「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト」における協議会や多職

種連携研修会を通し、医療職と介護職の更なる連携強化を推進していきます。 

○ 「医療と介護の連携支援センター」が中心となり、市内の医療・介護連携における課

題の把握や解決を促進します。 

 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

在宅療養を支える医療・介護連

携の推進 

  (１) 多職種による在宅医療・介護連携

の推進【重点】   

 

  

  基本施策５ 在宅療養を支える医療・介護連携の推進 

 基本目標Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた 

       地域で生活できている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクトの推進 

 在宅療養の充実や、医療・介護連携における課題の解決を図るため、医療と介

護の専門職団体が参画する「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推

進協議会」を開催します。プロジェクトでは、医療と介護の専門職同士の連携強

化及び市民が在宅療養に関する理解を深めることを目的とした研修会や、専門職

同士が情報共有を円滑に行うための仕組みづくり等を行います。 

 

指標：多職種連携研修会開催回数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

2 回 2 回 2 回 2 回 

 

 

  ② 医療と介護の連携支援センターによる医療・介護連携の推進 

 医療と介護の連携支援センターが、各地域を担当する高齢者支援センターによ

る在宅医療・介護連携に関する事業を後方支援し、質の向上を図るとともに、医

療と介護の専門職からの相談に応じ、業務の円滑な実施を支援します。また、市

内における在宅医療・介護連携に関する情報を集約し、課題の整理や必要な施策

の企画調整を行います。 
 

指標：医療と介護の連携支援センターにおける相談件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

- 1,000 件 1,000 件 1,000 件 

 

  

５－（１）多職種による在宅医療・介護連携の推進【重点】 
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（１）現状と課題 

 町田市では、家族介護者教室や家族介護者交流会の開催を通した家族介護者支援や、権

利擁護に関するパンフレット配布等を通した普及啓発を推進してきました。また、2019

年度には、成年後見サポーター制度を新設するなど、市民後見人の育成・登録を推進して

きました。 

 一方、2019年度に実施した在宅介護実態調査からは、老介護や介護離職といった在宅

介護に係る課題などが浮き彫りとなっており、「８０５０問題」や介護と育児のダブルケ

ア等の複合的課題も増加傾向にあると考えられます。また、市民ニーズ調査の結果等から

は、家族介護による家族の精神的・肉体的負担を不安視する高齢者や、認知症状への対応

等を不安視する家族介護者が多い傾向が読み取れます。 

 今後、高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加など、高齢者

を取り巻く世帯構造等の変化が進むことで、家族介護者支援のニーズはより高まると考え

られます。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるようにするために、在宅で暮らす

高齢者とその家族介護者を含む世帯全体への総合的な支援の充実が求められています。 

 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 家族介護者支援や権利擁護に対する要請は高まっており、引き続き、家族介護者教室

や家族介護者交流会を通した家族介護者支援や、権利擁護に関する普及啓発を推進す

る必要があります。 

 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

家族介護者の支援と高齢者の権

利擁護 

  
(１) 家族介護者への支援の充実 

  

    

   
(２) 高齢者の権利擁護 

   

 

  

  基本施策６ 家族介護者の支援と高齢者の権利擁護 

 基本目標Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた 

       地域で生活できている 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 家族介護者教室・家族介護者交流会の開催 

 家族介護者等が、介護方法や各種制度などについて学ぶ家族介護者教室を開催

します。また、家族介護者同士が情報交換を通してお互いに抱える不安を解消す

る家族介護者交流会を開催します。 

 

指標：家族介護者教室の開催数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

23 回 24 回 24 回 24 回 

 

 

  ② 市民向け基礎介護技術講習会の開催 

 家族介護者や、介護の仕事に就きたい方を対象に、介護の基本についての講義

や、移動・移乗介助等の実技を行う講習会を開催します。 
 

指標：市民向け基礎介護技術講習会参加者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

８３ ８５ ８５ ８５ 

 

  

６－（１）家族介護者への支援の充実 
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  ① 成年後見制度の利用支援 

 認知症などにより、判断能力が低下し、財産管理や契約行為ができない高齢者

に対し、財産管理や契約のサポートをすることにより安心して生活ができるよう

に、成年後見制度（市長申立て等）の活用に向けた支援をします。 

 

 

 

  ② 高齢者虐待の防止 

 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会にて情報共有や事例検討等を行うととも

に、高齢者への虐待に対するネットワーク作りに向けた検討を行い、早期解決に

向けた取組を実施します。また、パンフレットの配布等により、虐待防止の啓発

を行います。 
 

  

６－（２）高齢者の権利擁護 
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（１）現状と課題 

 介護サービスの基盤整備については、2009年度より特別養護老人ホーム新規整備に対

する市独自補助を創設して先進的に整備を推進するなどした結果、特別養護老人ホームに

待機期間１年未満で新規入所できる市民の割合が約９割に達するなど、入居・入所施設の

充足は概ね達成しつつあると考えています。 

 一方、重点的に推進してきた地域密着型サービスの整備促進に関しては、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護や（看護）小規模多機能型居宅介護について、整備候補事業者の参

入希望が少なく、整備目標の達成が困難な状況です。そのため、より事業者の参入しやす

い募集方法を検討する必要があります。 

 高齢者の居住支援については、2019年度に居住支援協議会を発足し、住宅に困窮する

高齢者等への居住支援に向けた協議を推進しており、引き続き同協議会での協議を中心に

取り組んでいく必要があります。 

 介護サービスの人的基盤については、介護人材の確保・育成・定着に重点的に取り組ん

できた結果、介護職員離職率は改善傾向にあるものの、依然として厳しい状況にあります。 

 今後、介護人材不足は、生産年齢人口が著しく減少する 2040 年に向け、更に深刻化

すると見込まれ、中長期的な展望のもと、介護人材の確保・育成・定着に重点的に取り組

む必要があります。 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 介護サービスの基盤整備について、身近できめ細かいサービスを受けられる体制を構

築するため、募集方法を見直すなどして、柔軟に対応してまいります。 

○ 介護人材の確保・育成・定着について、中長期的な展望のもと、多様な担い手の確保

や中核となる専門人材の育成・定着に重点的に取り組んでまいります。 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

住まいの選択肢の充実とサービ

ス基盤・人的基盤の整備 

  (１) 介護人材の確保・育成・定着 

  【重点】   

    

   
(２) 地域密着型サービスの充実 

   

    

   
(３) 多様な住まいや施設の確保 

   
 

  基本施策７ 住まいの選択肢の充実とサービス基盤・人的基盤の整備 

 基本目標Ⅲ よりよい介護サービスを安心して利用し続けることが 

       できる 
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（４）主な取組 

 

 

  

①  介護人材バンク機能強化による多様な担い手の確保 

 従来の就職面接会等に加え、求人求職アプリや、オンラインによる相談を充実

させ、介護の多様な担い手を確保します。 
 

指標：介護人材バンクによる就労人数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

６３ 30 人 35 人 40 人 

 

 

②  中核となる専門人材の育成・定着 

 介護未経験者への講習会や、介護職のスキルアップ、相互啓発のための研修等

を実施し、介護人材の育成・定着を支援します。 
 

指標：介護人材の育成・定着に関する研修参加人数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

1,708 人 1,710 人 1,715 人 1,720 人 

 

 

  

７－（１）介護人材の確保・育成・定着【重点】 
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  ① 在宅生活を支える地域密着型サービスの充実 

 身近できめ細かいサービス提供体制を構築するために、定期巡回・随時対応型

訪問介護や(看護)小規模多機能型居宅介護等の整備について、事業者からの個別相

談に応じながら、在宅での医療・介護や、認知症の方の支援の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７－（２）地域密着型サービスの充実 

地域密着型サービスの整備方針 

 

サービス種別 現状値※ 第８期における整備の方向性 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
４施設 

 第 7期の公募状況やサービス稼働状況等を踏まえ、

施設数増加の整備目標は設定しません。ただし、事業

者からの相談に積極的に対応していきます。 

（看護）小規模多機能型 

居宅介護 

８施設 

（２１３人） 

第 7期の公募状況やサービス稼働率等を踏まえ、施

設数増加の整備目標は設定しません。ただし、事業者

からの相談に積極的に対応していきます。 

認知症高齢者グループホーム 
２６施設 

（４３２人） 

サービス利用状況や整備率等を総合的に勘案し、

新規整備は行わないこととします。 

認知症対応型デイサービス 
２２施設 

（３８６人） 

 サービス稼働率等を踏まえ、施設数増加の整備目標

は設定しません。ただし、事業者からの整備に関する

相談には個別に対応することとします。 

地域密着型デイサービス 
５７施設 

（６５６人） 

今後は総量規制を行わず、参入希望の事業者から

の整備に関する相談に個別に対応することとします。 

夜間対応型訪問介護 １施設 

現在のサービス稼働状況等を踏まえ、施設数増加

の整備目標は設定しません。ただし、事業者からの整

備に関する相談には個別に対応することとします。 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 

（定員 29人以下の介護付有料老人ホーム） 

－ 

特定施設入居者生活介護の整備率等を踏まえ、供

給量は充足していると考えます。そのため、新規整備

は行わないこととします。 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（定員 29人以下の特別養護老人ホーム） 

１施設 

（２０人） 

特別養護老人ホームの整備率等を踏まえ、供給量

は充足していると考えます。そのため、新規整備は行

わないこととします。 

※ 2021年 4月 1日時点見込み 
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  ① 高齢者の住宅設備改修の支援 

 高齢者が安心して在宅生活を継続できるよう、住宅設備改修を行う費用の一部

を支給します。 
 

指標：住宅設備改修利用件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

74 件 100 件 100 件 100 件 

 

 

  ② 養護老人ホームへの入所支援 

 在宅で生活上の課題を抱えている高齢者の入所相談において、それぞれの人に

合った施設の情報提供を行うとともに、老人福祉法に規定された措置施設への適

切な入所支援を行います。 

 

 

  ③ シルバーピアの利用促進 

 住宅に困っている高齢者の居住の安定を図るため、高齢者の方に配慮された構

造と設備を備える住宅を提供します。 
 

指標：借上げ型シルバーピア入居戸数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

33 戸 34 戸 34 戸 34 戸 

 

７－（３）多様な住まいや施設の確保 
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介護保険施設等の整備方針 

 

サービス種別 現状値※ 第８期における整備の方向性 

介護老人福祉施設 

（定員 30人以上の特別養護老人

ホーム） 

２２施設 

（２，１２９人） 

 整備率・待機期間 1年未満新規市民入所率等を総合的

に勘案し、新規での整備は行わないこととします。 

 ただし、既存施設における老朽化による改築等について

は、入居者の安全を確保すべき見地等から、相談に応じ

ることとします。また、改築に伴う定員の増加についても

相談に応じることとします。 

 短期入所生活介護（特別養護老人ホーム併設分）の定

員の一部を特別養護老人ホームの定員へ転換することに

ついては、短期入所生活介護の定員が転換後の特別養

護老人ホームの定員に対し、１割以上確保できることを要

件として相談に応じることとします。 

介護老人保健施設 
６施設 

（７２０人） 

 サービス稼働率等を総合的に勘案し、新規整備は行わ

ないこととします。 

介護医療院 
１施設 

（１１０人） 

入院施設を有する医療機関からの転換に関する相談

には個別に対応することとします。 

特定施設入居者生活介護 

（介護付有料老人ホーム） 

３６施設 

（３，１７７人） 

供給量は充足していると考えます。 

そのため、東京都高齢者保健福祉計画に基づく施設数

の総量規制に従い、新規整備は行わないこととします。 

ただし、東京都が町田市を含む南多摩圏域において整

備可能定員数を新たに示した場合は、事前相談に応じる

こととします。 

※ 2021年 4月 1日時点見込み 
 

＜参考＞ 第８期計画期間中における住宅型有料老人ホーム等の整備 

サービス種別 現状値※ 第８期における整備の方向性 

住宅型有料老人ホーム 

１２施設 

（４６４人） 
 供給量は充足していると考えますが、参入希望の事

業者からの整備に関する相談には個別に対応すること

とします。 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

２３施設 

（１，０１３戸） 

供給量は充足していると考えますが、参入希望の事

業者からの整備に関する相談には個別に対応すること

とします。 

※ 2021年 4月 1日時点見込み 
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（１）現状と課題 

 町田市では、介護保険サービスの安定的な提供のため、認定調査員に対する研修や介護

保険事業者に対する指導の実施、ケアマネジメントの質の向上など、利用者が真に必要と

する過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促す取組を推進してまいりま

した。 

 今後、２０２５年・２０４０年に向けては、介護ニーズが増加する一方、支え手である

生産年齢人口は急速に減少する見込みであり、介護保険制度の人的・財政的基盤の維持が

著しく困難になると考えられます。 

 そのような中においても、介護が必要なときに安心してサービスを利用することができ

るよう、介護保険サービスを安定的に提供し続けるためには、これまで取り組んできた介

護保険サービスの質の向上・適正化に加え、介護保険サービス提供の効率化に対しても、

重点的に取り組んでいくことが重要となります。 

 そのため、ロボット・ＩＣＴの活用による介護現場革新や、簡素化・標準化による介護

保険事業所の事務負担軽減等に取り組んでいく必要があります。 

 

（２）施策の方向性 ～今後３年間の取組方針～ 

○ 介護保険サービス提供の効率化に向けて、要介護認定事務の効率化や、介護現場にお

けるロボット・ＩＣＴの活用促進、指定申請・指導監査に関する文書負担の軽減に取

り組んでまいります。 

○ 利用者が適正な介護保険サービスを安心して利用し続けることができるよう、引き続

き、介護保険サービスの品質向上と介護給付の適正化に係る取組を推進します。 

 

（３）基本施策の展開 

＜基本施策＞    

介護保険サービスの効率的な提

供と品質向上 

  (１) 効率的な介護保険サービス提供の

推進【重点】   

    

   (２) 適切な介護保険サービスの利用の

促進    

    

   
(３) 介護保険サービスの品質向上 

   

 

 

  基本施策８ 介護保険サービスの効率的な提供と品質向上 

 基本目標Ⅲ よりよい介護サービスを安心して利用し続けることが 

       できる 
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（４）主な取組 

 

 

  

  ① 介護認定調査員支援システムの導入 

 認定調査員向けに、認定調査用モバイル端末システムを導入することで、調査

の適正化・平準化を目指すとともに付随する業務の効率化を目指します。 

 認定調査員の事務作業を効率化させることで、ひとり当たりの調査実施件数を

増やし、今後予測されている介護認定申請件数の増加に対応します。 

 また、認定調査票の品質向上と電子データ化を促進することで、認定調査票に

係る業務の負担を軽減します。 
 

指標：認定調査員(介護保険認定調査支援システム利用者)1人当り1日の調査件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

― 2.70 件 2.85 件 3.00 件 

※市職員の調査員人当たり 1 日の調査件数は、現状（２０１９年度）2.48 件。 

 

 

  ② 指定申請・指導監査に関する文書負担の軽減 

 指定申請・指導監査に関する文書負担軽減のため、東京都や近隣市等と連携を

図りながら、確認文書等の更なる削減や様式の標準化、ＩＣＴ等の活用を検討し

ます。 

 

 

  ③ 介護現場におけるロボット・ＩＣＴの活用促進 

 効率的な介護保険サービス提供に向けた介護現場革新を推進するため、介護保

険事業所におけるロボット・ＩＣＴ活用の事例研究や展示等を通し、介護現場に

おけるロボット・ＩＣＴの活用を促進します。 

 

 

 

 

 

８－（１）効率的な介護保険サービス提供の推進【重点】 
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  ① 介護保険サービスの適正化事業の推進 

 ケアマネジメント勉強会（ケアプラン点検）、住宅改修等の点検、縦覧点検・

医療情報との突合、介護給付費通知などを通じて、介護給付の適正化を図ります。 
 

指標：ケアマネジメント勉強会実施事業所数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

62 件 60 件 60 件 60 件 

 

 

  ② 介護保険事業者への指導・助言 

 介護保険サービスの質の向上及び介護保険制度の適正な運営を確保するため、

介護保険法に基づき、居宅介護支援や地域密着型サービス等の介護保険事業者に

対して実地指導及び集団指導を継続して行います。 

 

 

  ③ 認定調査員への支援 

 介護認定の適正化を図るため、認定調査員に対する研修をより一層充実させま

す。 
 

指標：認定調査員への研修回数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

9 回 9 回 9 回 9 回 

 

 

  ④ 介護保険制度の周知 

 利用者が適正なサービスを受けられるように、介護保険制度の周知等を行いま

す。また、サービスを受けていない一般高齢者に対しても制度をご理解いただけ

るような周知等を行います。 
 

指標：介護保険制度の周知に関する取組件数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

2 件 3 件 2 件 2 件 

８－（２）適切な介護保険サービスの利用の促進 
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  ① 要介護度改善に伴うインセンティブ事業の実施 

 被保険者が入所する施設において、良質な介護保険サービスの提供により要介

護度の改善が図られた場合、当該介護保険サービスの質を評価し、施設に対し、

奨励金を交付します。これにより当該施設の職員の意欲の向上を図るとともに、

良質な介護保険サービスの継続的な提供を推進します。 
 

指標：要介護度の改善者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

141 人 15０人 15０人 15０人 

 

 

  ② 介護相談員の派遣 

 介護相談員が介護保険施設等へ訪問し、直接利用者の声を聴き、利用者の疑問

や不安の解消を図り、施設担当者と情報共有を行うことで、介護保険サービスの

質の向上を目指します。 
 

指標：介護相談員の派遣事業所数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

36 事業所 36 事業所 36 事業所 36 事業所 

 

 

  ③ 福祉サービス第三者評価の受審助成 

 市内介護保険サービス事業所に対し、「東京都福祉サービス評価推進機構認証

評価機関」による第三者評価の受審費用を助成し、サービスの質の向上を図りま

す。 
 

指標：福祉サービス第三者評価受審助成事業所数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

１３事業所 13 事業所 13 事業所 13 事業所 

 

 

８－（３）介護保険サービスの品質向上（事業所支援） 
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  ④ 介護支援専門員への相談援助研修の実施 

 介護支援専門員向け研修として、初任者向けに初級編を実施します。加えて、

より専門的な研修会（上級編）を開催することで、地域のリーダーを育成します。 
 

指標：相談援助研修修了者数 

現状(2019 年度) 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

初級 68 人 

上級 58 人 

初級 50 人 

上級 50 人 

初級 50 人 

上級 50 人 

初級 50 人 

上級 50 人 
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.

医療職等

医療と介護の連携

医療

介護

予防

生活

支援

介護

住まい

民間事業者

・その他

介護職等

地域の

活動団体

本人

家族等

４ 基本理念実現に向けた町田市版地域包括ケアシステムの深化・推進  

（１）町田市版地域包括ケアシステムの深化・推進 

 「 地域包括ケアシステム」とは、在宅での生活に必要な５つの要素である「医療」、

「介護」、「住まい」、「生活支援」、「介護予防」に関するサービスを必要に応じて利

用することで、住み慣れた地域で暮らし続けることを目指す考え方です。 

 町田市では、「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025 年を目途に、地域の特性に応

じた「町田市版地域包括ケアシステム」の構築を進めています。本プランでは、各基本施

策の取組を通し、「町田市版地域包括ケアシステム」を更に深化・推進することで、必要

な時に必要なサービスを受けられる地域づくりを進めていきます。 

 

 

 図表 3-2：「町田市版地域包括ケアシステム」のイメージ図  
    
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な担い手 代表的な役割等の例 
医療職等 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理

士、医療ソーシャルワーカー、柔道整復師、栄養士 等 
介護職等 社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、介護福祉士、介護相談員、生活支援コー

ディネーター 等 
地域の活動団体 町内会・自治会、老人クラブ、住民主体の団体（高齢者のグループ活動等）、ボランティア 等 
民 間 事 業 者 
・その他 

コンビニエンスストア､スーパーマーケット､賃貸住宅事業者､配食事業者、ライフライン事業者､警備
会社、社会福祉協議会､NPO法人､民生委員・児童委員､シルバー人材センター､成年後見人 等 
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（２）町田市版地域包括ケアシステムの深化・推進プロセス 

 2040 年を見据え、2025 年を目途に「町田市版地域包括ケアシステム」を構築する

ためには、PDCA サイクルに基づく改善を図る必要があります。 

 本プランの策定にあたっては、各種調査の結果分析や、町田市高齢者福祉計画・第7期

町田市介護保険事業計画の進捗評価、地域ケア会議等からの抽出課題などを踏まえ、各施

策に反映しています。 

 本プランの進捗管理にあたっては、本プランに掲載する各種指標に基づく進捗評価や地

域ケア会議等からの抽出課題、地域包括ケア「見える化」システム等の ICT を活用した他

市町村との比較検討を行い、必要に応じ関連する各取組の推進体制に還元し反映すること

で、地域の特性に合った改善を図ります。 

 

 

 図表 3-3：地域包括ケアシステム深化・推進のプロセスイメージ図 

(2018～2020年度） 

第 7期計画策定 
Ｄ Ｃ

Ａ

     第８期計画 

町田市いきいき長寿プラン 21-23策定 

- 

Ａ
A 

P D C 

A 

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

計画の策定 

各種調査による 

市民・介護事業所等の 

ニーズの把握 

各専門分野会議体による 

政策形成 

成果指標による 

達成状況の評価 

各取組の推進体制 

へ反映 

各専門分野会議体による 

改善策・方向性の検討 

対応策の決

地域ケア会議等による 

地域課題の抽出 

計画に基づく 

取組の実施 

（介護、医療・介護 

連携、住まい、 

介護予防 

・生活支援等） 

P
P 

Ｄ

Ｃ
D 

C 

対応策の 

決定・実行 

P 

D 

C 

A 

(2021～2023年度） 

2040年への展望 
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（３）地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた体制 

 地域の特性に応じて地域包括ケアシステムを深化・推進していくためには、個別課題・

事例解決、ネットワークの構築から、地域ごとの課題解決、地域資源開発・地域づくり、

更には市全域的な計画の進捗評価、政策形成までが、連携して行われる必要があります。 

町田市では、地域の課題等を市の様々な専門分野の会議体において審議し、市の政策に

反映していく重層的な仕組みを構築し、必要に応じ各取組の推進体制に還元し反映するこ

とで、地域の特性に合った改善を図ります。 

 

 図表 3-4：地域の課題抽出と検討体制イメージ図 

  

日
常
生
活
圏
域

高
齢
者
支
援
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ー
区
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個
別

市
内
全
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→個別課題の解決、ケアマネジメント支援、地域課題把握

○地域のネットワーク構築、地域づくり、地域資源開発
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（４）地域包括ケアシステムの深化・推進と地域共生社会の実現 

 地域包括ケアシステムは、高齢期におけるケアが念頭に置かれていますが、必要な支援

を地域の中で包括的に提供し、地域での自立した生活を支援するという考え方は、障がい

者の地域生活への移行や、子どもや子育て家庭に対する支援等にも応用することが可能な

概念です。 

 地域共生社会とは、この地域包括ケアシステムの概念を普遍化し他の福祉分野にも広げ、

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が「丸ごと」つながる地域を目指す考え方を言います。 

 高齢者福祉分野において近年増加傾向にある「８０５０問題」や子育てと介護のダブル

ケア等の複合的課題は、高齢者福祉分野のみでの解決が困難であり、多分野の関係機関が

協力して対応することが求められています。 

 また、市民の４人に１人以上が高齢者の町田市において、他の福祉分野で対応している

地域の諸課題に、高齢者が関係している事例も多くあります。 

 そのため、地域包括ケアシステムの深化・推進にあたっては、地域共生社会の一端とし

て、高齢者福祉分野内に留まらず、医療・保健分野や障がい福祉分野、子ども・子育て分

野等の多分野との連携を強化していくことが重要です。 

 

 図表 3-5：地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制（イメージ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2017年 7月 3日 厚生労働省 全国介護保険担当課長会議 

 

「必要な支援を包括

的に確保する」という

理念を普遍化

高齢者
地域包括ケアシステム

【相談機関】

高齢者支援センター

（地域包括支援センター）

障がい者
【相談機関】

障がい者支援センター

子ども・子育て家庭
【相談機関】

地域子育て相談センター

等

土台としての地域力の強化

生活困窮者

支援

課題の複合化

制度の狭間

共生型

サービス
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５ 基本目標・基本施策の評価指標 _____________________  

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた PDCA サイクルを、より効果的に運用し

ていくためには、客観的な指標による進捗評価を行うことが重要です。 

本プランでは、3 つの基本目標、８つの基本施策ごとに客観的な成果指標を設定し、２

０２５年の地域包括ケアシステムの実現に向けて、進捗評価を実施します。 

 
  

基本

目標 

基本

施策 
指標（単位） 

現状値 

(2019年度) 

目標 

(2025年度) 
備考 

 
75～79 歳の介護保険認定

率（％） 
13.0 ↘  

75～79 歳の第１号被保険者数に占める要

支援・要介護認定者数の割合 

Ⅰ 

１ 地域活動参加率（％） 
前期：71.0 

後期：58.8 
↗ 

｢健康とくらしの調査｣において､何れかの地

域活動に月 1 回以上参加の一般高齢者の割

合 

２ 

高齢者支援センターを困り

ごとの相談先としている方

の割合 （％） 

10.9 ↗ 

｢健康とくらしの調査｣において､高齢者支援

センターを困りごとの相談先としている一

般高齢者の割合 

 
 在宅維持率（％） 78.7 ↗ 

居宅サービス受給者のうち、１年後も居宅

サービスを受給している人の割合 

Ⅱ 

３ 

日常生活や健康のために必

要なことが、行政・民間サ

ービスにより提供されてい

ると思う方の割合(％) 

45.9 ↗ 

｢健康とくらしの調査｣において､日常生活や

健康のために必要なことが、行政や民間の

サービスによって概ね提供されていると思

う方の割合 

４ 

認知症になっても身近な人

の助けを借りながら自宅で

生活を続けたいと思う方の

割合（％） 

52.3 ↗ 

「健康とくらしの調査」において、認知症

になった時に「身近な人の助けを借りなが

ら自宅で生活を続けたいと思う」、又は「や

や思う」と回答した方の割合 

５ 

在宅療養について希望する

し実現可能だと思う方の割

合（％） 

28.3 ↗ 

「健康とくらしの調査」において、在宅療

養について「希望するし実現可能だと思

う」と回答した一般高齢者の割合 

６ 

家族介護による家族の精神

的・肉体的負担に不安を感

じる方の割合（％） 

64.2 ↘ 

「市民ニーズ調査（高齢者の福祉や介護

に 関する調査）」で、在宅療養における

家族の負担（肉体的・精神的）に不安を感

じている方の割合 

 
 要介護重度認定率（％） 6.3 ↘ 

地域包括ケア「見える化」システムの「調

整済み重度認定率」（第１号被保険者数に占

める要介護 3～5 認定者数の割合） 

Ⅲ 

７ 介護職員離職率（％） 18.8 ↘ 

「介護保険事業所介護職員雇用動向調査」

（町田市介護人材開発センター）における

介護職員離職率 

８ 
介護保険サービス満足度

（%） 
60.0 ↗ 

「町田市市民意識調査」における「介護保

険サービスに対する満足度」（満足している

/やや満足している）の割合 
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第 4 章 総事業費の見込み 

      と保険料 

１ 総事業費の動向について 

２ 介護保険給付にかかる費用 

      の財源構成 

３ 介護サービス見込量に基づく 

      介護保険料算定の流れ 
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１ 総事業費の動向について __________________________  

介護保険料は、今後必要とされる介護サービス見込量を基に、介護サービスの提供にか

かる費用を試算し、その費用を基にして算定します。 

高齢者の増加に伴い介護サービスの利用量も増えており、介護保険料は増額になる傾向

にあります。 
 

   図表 4-1：総事業費の動向（第 6 期～第 8 期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2015～2019 年度は決算値、2020 年度は決算見込値、2021～2023 年度は推計値   

                     

２ 介護保険給付にかかる費用の財源構成 _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 介護保険給付に必要な費用の半分

を公費（国・東京都・町田市）で

負担し、残る半分を保険料で負担

します。 

※ 65 歳以上の方を「第１号被保険

者」、40～64 歳までの方を「第

２号被保険者」といいます。 

保険料

険料  

50% 

公費

 

50% 

65 歳以上
の方の保険料 

23% 

40 歳～64 歳 
の方の保険料 

27% 

国・東京都

37.5% 

町田市 

12.5% 

図表 4-2：介護保険給付にかかる費用の財源構成 
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介護保険料

基準額

(月額)

＝
３年間の

総事業費
×

第１号

被保険者

負担分(%)

÷
介護保険料

収納率(%)
÷

３年間の

第１号被保険者

延べ人数

÷ 12か月

3年間に必要な介護保険料額

3 介護サービス見込量に基づく介護保険料算定の流れ __________  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※今後、介護報酬改定、制度改正（高額介護サービス費の上限の見直し、介護給付費財政調整交付金

算定方法の見直し）等が予定されており、2020 年度上半期の高齢者人口、認定者数、給付費実績

を加味した各推計値も最終推計をすることから、介護保険料基準額（月額）も変動します。 

① 高齢者人口（第１号被保険者数）の推計 
2020 年度：115,656 人 ⇒ 2023 年度：118,545 人 

 

【参考】 後期高齢者人口（75 歳以上）の推計 
2020 年度：63,263 人  ⇒  2023 年度：69,727 人 

② 要介護・要支援認定者数を推計 
2020 年度：22,405 人  ⇒ 2023 年度：24,826 人 

③ 介護保険給付に必要な費用の合計（総事業費）を推計 
約 1,004 億円（3 年間）⇒第 8 期：約 1,091 億円（3 年間） 

④ 介護保険料基準額（月額）を算出 

2,889 人 増加 
（増加率:2.5%） 

2,421 人 増加 
（増加率:10.8%） 

約 87 億円 増加 
（増加率:8.7%） 

■総事業費の主な増加要因（第 7 期 ⇒ 第 8 期） 

(1) 要支援・要介護認定者の増加に伴う介護サービス利用量の増加 
(2) 特別養護老人ホームの増床 
(3) 2021 年 4 月の介護報酬改定（増改定の場合） 

●第 8 期（2021～2023 年度）の 

介護保険料基準額（月額）は 約 5,900 円 と見込まれます。 

（第 7 期の介護保険料基準額（月額）は 5,450 円） 

6,464 人 増加 
（増加率:10.2%） 
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